
令和８年２月１０日（火）

午後１時３０分開会

第２庁舎８階　８０１会議室

日程

第１

第２

第３

第４ １

２

３

４

５

６

７

第５

第６ 校長・副校長の任命（転任・新任）に係る内申について

小金井市立小学校の学校医の解嘱について

議案第６号小金井市立小学校の学校医の委嘱について

報 告 事 項
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第４次明日の小金井教育プラン（案）に対する意見および
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その他

令和８年度当初予算(案)の教育費について
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議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　題

会議録署名委員の指名

議案第５号

議案第８号



議案第５号 

 

小金井市立小学校の学校医の解嘱について 

 

小金井市立小学校の学校医について、下記のとおり解嘱する。 

 

     令和８年２月１０日提出 

 

          小金井市教育委員会 

          教育長 大 熊 雅 士 

 

記 

 

１ 解嘱を受ける者 

 ⑴ 氏 名 奥田 和子 

       齋藤 寛和 

 ⑵ 職 名 学校医 

 ⑶ 担当校 奥田 和子  小金井市立小金井第一小学校 

小金井市立小金井第四小学校 

小金井市立前原小学校 

小金井市立本町小学校 

齋藤 寛和  小金井市立東小学校 

 

２ 解嘱日 

  令和８年３月３１日をもって解嘱とする。 

 

 （提案理由） 

 学校保健安全法第２３条に基づき、学校医の委嘱を行っているが、本人より辞退の

申出があり、解嘱を行うため、本案を提出するものであります。 



議案第６号 

 

小金井市立小学校の学校医の委嘱について 

 

 小金井市立小学校の学校医について、下記のとおり委嘱する。 

 

     令和８年２月１０日提出 

 

          小金井市教育委員会 

          教育長 大 熊 雅 士 

 

記 

 

１ 委嘱を受ける者 

  西野 裕仁 

  齋藤 倫寛 

 

２ 委嘱内容 

 ⑴ 職 名  学校医 

 ⑵ 担当校  西野 裕仁  小金井市立小金井第一小学校 

小金井市立小金井第四小学校 

小金井市立前原小学校 

小金井市立本町小学校 

齋藤 倫寛  小金井市立東小学校 

 ⑶ 期 間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

 （提案理由） 

 学校保健安全法第２３条に基づき、学校医の委嘱を行っているが、前任者より辞退

の申出があり、残りの期間について委嘱を行うため、本案を提出するものであります。 



１　当初予算額比較

２　教育委員会からの意見一覧の結果

（１）学校教育部

課名 事業名 事業説明
事業費
（千円）

1 庶務課 緑小学校トイレ改
修工事

　小中学校の洋便器化率は一定程度向上したものの、トイレの質的改善（臭気対
策等）によるトイレの環境改善に注力する必要がある。特にこの間、臭気が酷く早
期の環境改善が求められている緑小学校のトイレについて、湿式から乾式（ドライ
化）に改修を行う。

49,500

2 庶務課 第二小学校トイレ
改修工事

　当校の特別支援学級（難聴、言語障害）のトイレは、児童及び職員が使用して
おり使用頻度が高いものの、男女共用のため同時に使用することができないた
め、男女でそれぞれ使用できるようにトイレ内をブースで区分けする改修を行う。

12,705

3 庶務課 小学校普通教室
カーテン設置工
事

　小学校では、学校・学年によっては体育授業の前後の着替え等を同一教室内
で行っており、学校や保護者等から、男女が同室で着替える際の不安を解消し、
児童が安心できる教室環境の改善が求められている。このことから、教室内に仕
切りカーテンの設置する改修を行う。

24,816

4 庶務課 緑中学校校庭改
修工事

　当校庭では、降雨となった際に水はけが悪く、水溜まりが発生するため、数日間
にわたり校庭利用が制限され、体育授業や部活動などの教育活動に支障をきた
している。このことから、水勾配の確保および排水設備の更新等による校庭の改
修を行う。

26,400

5 庶務課 前原小学校外
壁・屋上防水等
改修工事

　当校は、経年劣化により雨漏りの発生や外壁の剥落・落下の危険性が高まって
いる。このことから小金井市学校施設長寿命化計画に基づき、早急に外壁改修
及び屋上防水改修工事を実施する。

186,670

6 学務課 定期健康診断委
託事業

　小中学校の児童生徒数は年々増加しており、各校で各科１名の学校医が、一
定期間内で定期健康診断を実施するのが困難になっているため、応援医の配置
を小金井市医師会・小金井歯科医師会へ委託する。

1,200

7 学務課 専科教室等エア
コン新設事業

　各校の利用状況に基づく未設置教室への設置要望に伴い、中学校５校の第二
理科室等へエアコンの新設を行う。

7,605

8 学務課 普通教室エアコ
ン更新事業

　平成２３年度に導入した普通教室設置のエアコンについて、保守期間の１５年
を経過することにより、事業者保守対応も高額となることから、故障リスク、酷暑化
における児童生徒の健康面等を鑑み、普通教室用エアコンを更新する。 22,017

9 学務課 自動応答式電話
システム構築事
業

　小中学校における電話システムのリースアップに伴い、教員の働き方改革を目
的として、タイマー式自動応答の機能を追加した新たな電話システムを構築す
る。

2,035

10 学務課 学校トイレ清掃委
託事業

　品質向上・衛生管理の改善を目的として、清掃内容を拡充したうえで清掃委託
を実施する。 16,626

11 学務課 発達検査委託事
業

　就学相談者件数が年々増加し、教育相談所での発達検査もが難しい状況と
なってきている。また、近隣のクリニックにおいても希望者増加により検査に時間
がかかるケースが増えていることから、就学までの短い期間に特性に応じた「ふさ
わしい学びの場」を検討する時間を確保するため、発達検査を委託する。

2,100

令和８年度当初予算(案)の教育費について

（単位：千円）

令和８年度 令和７年度 対前年度差額 対前年度増減率

54,600,000 52,400,000 2,200,000 4.2

5,824,012 5,858,606 △ 34,594 △ 0.6

教育総務費 952,058 978,543 △ 26,485 △ 2.7

小学校費 2,461,483 2,507,352 △ 45,869 △ 1.8

中学校費 979,843 966,053 13,790 1.4

社会教育費 897,401 888,238 9,163 1.0

保健体育費 533,227 518,420 14,807 2.9

教育費

一般会計総額

令和８年２月１０日

学 校 教 育 部

生 涯 学 習 部

報告事項１資料



12 指導室 校内教育支援セ
ンター支援員配
置事業

　不登校傾向にある児童・生徒が安心して登校し、学習し、生活できるようにサ
ポートするための制度（校内別室・校内教育支援センター）を整理・統合した上
で、補助金確保を進めつつ、全校で校内教育支援センター支援員を配置できる
ようにする。

20,324

13 指導室 水泳指導外部委
託

　学校以外のプールで専門インストラクターに指導してもらう水泳指導外部委託
の事業スキームの多元化を図り、持続可能な水泳指導のあり方を構築するため、
対象校や移動手段の面で、これまでとは形を変えて、引き続き試行的に実施す
る。

1,006

14 指導室 校内水泳授業支
援業務委託

　全小学校の水泳授業の約半分に専門インストラクターを配置し、教員との役割
分担の下に、より多くの指導者で水泳授業を実施する。安全・安心な水泳授業の
環境整備と教員の働き方改革を両立させるとともに、一部に習熟度別指導を取り
入れるなどして、水泳授業の質を向上させる。

1,014

15 指導室 部活動外部指導
員配置事業

　中学校部活動の運営に関して、コーチ的な立場で技術面の指導・助言を行っ
たり、運営支援的な立場でハード面の環境整備や練習・試合のサポート活動を
行う部活動外部指導員（有償ボランティア）の体制強化を進める。

3,000

（２）生涯学習部

課名 事業名 事業説明
事業費
（千円）

1 生涯学習課 「小金井市史　ビ
ジュアル版（仮）」
の刊行に係る編
集等委託及び編
集委員謝礼

　より多くの市民に「小金井の歴史」に親しんでもらうため、「見やすさ」「わかりや
すさ」「面白さ」に主眼を置いた『ビジュアル版　小金井市史（仮）』の刊行に着手
する。

2,428

2 生涯学習課 「江戸の糸あや
つり人形」に係る
学術的調査謝礼

　市内に活動拠点を有する「結城座」が所持する国の記録選択の措置を講ずべ
き無形の民俗文化財「江戸の糸あやつり人形」について、調査報告書を作成し、
国の重要無形民俗文化財指定を目指すため、学識経験者からなる調査検討委
員会を立ち上げ、本格的な調査を開始する。

3,100

3 生涯学習課 少年自然の家厨
房空調設備設置
等工事

　清里山荘内厨房施設は、調理のため火や熱源を使用することから他の空間に
比べ高温となる。これまで寒冷な気候であることから、空調設備を必要としていな
かったが、近年の急激な気温上昇により、特に従業員の労働安全上の観点から
空調を必要とする状況が生じていた。また、厨房施設内が高温となることは衛生
管理上も望ましくないことから、空調設備の新設工事を実施する。

13,035

4 生涯学習課 上水公園運動施
設グラウンド改修
工事

　市内唯一の多目的グラウンドである上水公園運動施設は、昭和６０年度の施工
以来本格的な改修を行っておらず、凹凸や軽石が表出している。このため、第２
次スポーツ推進計画で掲げる「安全で快適に運動・スポーツができる場の充実」
に基づき、特に市民要望が多いグラウンドの適正化を図る。

58,430

5 生涯学習課 小金井市総合体
育館照明ＬＥＤ化
工事

　「水銀に関する水俣条例」採択により、令和３年から製造・輸入が禁止となった
大体育室の水銀灯について、他の公共施設と同様にＬＥＤ化を進め、安定的な
運用を図るとともに、CO₂排出削減及び電気料削減に寄与する。

80,531

6 図書館 図書館基本計画
策定支援委託

　図書館基本計画は、本市の図書館運営全般についての考え方、施策、事業、
推進体制等を示すものである。現行の「小金井市図書館基本計画」が令和８年度
で終了のため、令和９年度から令和１３年度までを計画期間とする次期計画の策
定の支援を委託する。

6,312

7 図書館 Wi-Fi導入回線
使用料

　図書館基本計画及び自治体DX推進全体方針1.0版に基づき、利用者の調査・
研究における情報検索の利便性向上のため、図書館本館１階一般閲覧室及び2
階児童室・参考資料室にWi-Fiを導入する。

754

8 図書館 レファレンスデー
タベース使用料

　上記同様に、利用者の調査・研究における情報検索の利便性向上のため、他
市で既に多く導入されている新聞や経済・法律分野のインターネットレファレンス
ツールを図書館本館の利用者用インターネットパソコンに導入する。

0

9 図書館 プロジェクター借
上

図書館本館地階集会室の視聴覚設備は、設置後３０年以上が経過しているため
老朽化が激しく、使用に耐えないことから、スクリーン及びプロジェクターを入れ替
え、適切に映写会や各種講座等が行える環境を確保する。

0

10 公民館 防犯カメラ設置
工事

　公民館各館は、図書室や児童館との複合化により、子どもの居場所としても重
要な役割を果たしているが、誰でも出入りができ、施設が古く構造上見通しが悪
いところもあることから、時折不審者の出没情報がある。このため、全館に防犯カ
メラを設置し、市民がより安全・安心に過ごせる環境を確保する。

405

11 公民館 エレベーター修
繕

　緑分館、貫井南分館、貫井北分館のエレベーターについて、令和７年度保守
点検において昇降用ワイヤやバッテリー等の経年劣化の指摘を受けた。エレ
ベーターの安全装置に係る予防修繕は、施設を適切に維持管理するうえで絶対
条件となるため、事故等が起こる前に適切な修繕を行う。

3,652



報告事項２資料                       令和８年２月１０日 

学校教育部庶務課 

 

 

 

第４次明日の小金井教育プラン（案）に対する意見及び検討結果について（概要） 

 

 

 小金井市市民参加条例第１５条の規定による第４次明日の小金井教育プラン（案）に対

する市民提言制度（パブリックコメント）を実施した結果について下記とおり公表します。 

 なお、お寄せいただいた御意見と検討結果については、小金井市ホームページに掲載し

て公表するほか、市役所第二庁舎（庶務課、広報秘書課広聴係、情報公開コーナー）、図書

館本館、公民館各館、栗山公園健康運動センター、東小金井駅開設記念会館、婦人会館及

び保健センターで御覧いただけます。 

 

記 

 

１ 施策名称 

第４次明日の小金井教育プラン（案） 

２ 意見の募集方法等 

 ⑴ 募集期間 

   令和７年１１月２０日（木）から令和７年１２月１９日（金）まで 

 ⑵ 提出方法 

   直接持参、郵送、ファクス又は市ホームページ専用フォーム 

３ 意見の提出状況 

 ⑴ 提出人数 

区 分 直接持参 郵 送 ファクス 専用フォーム 計 

個 人 ０人 ０人 ０人  ３３人 ３３人 

団 体 ０人 ０人    ０人  ０人 ０人 

計 ０人 ０人 ０人 ３３人 ３３人 

 ⑵ 延べ意見数 

   ８４件 

 ⑶ 意見内容の内訳 

  ア 第１章   ０件 

  イ 第２章   ９件（アンケート調査等…７件、第３次計画…２件） 

  ウ 第３章   １件（教育目標・基本方針…１件） 

エ 第４章  ７０件（施策１…５件、施策２…９件、施策３…１４件、 

施策４…５件、施策５…１３件、施策６…１２件、 

施策７…２件、施策８…２件、施策９…８件） 

  オ 第５章   ０件 

  カ その他   ４件（パブリックコメント全体…４件） 

４ 寄せられた意見と検討結果 

  別紙のとおり 

５ 問合せ先 

  小金井市教育委員会学校教育部庶務課 

  電話：042－387－9872、電子メール：k010199@koganei-shi.jp 



1 

（別紙）パブリックコメント結果 

令和８年２月１０日 

 

第４次明日の小金井教育プラン（案）に対する意見及び検討結果について 

 

意見募集期間：令和７年１１月２０日から令和７年１２月１９日まで 

意見提出数：３３人・８４件 

番号 ページ・項目 寄せられた意見 意見に対する検討結果 

１ p.６ 

第２章 

アンケート等の

結果 

 

「２０２３年度は、東京都内の市区町村で、公立学校の通常学級一学級あたり

の人数について、小金井市が最多だった」というデータを見たことがあります。

最新のデータは確認していませんが、「３５人におさまればいい」「いずれ、児

童数生徒数は、減少に転じる」という問題ではないと思います。小学校低学年で

の、ほぼ３５人学級は、大変そうな印象で、「ひとクラス増やせればいいのに」

と感じた方も、少なくないのでは、と思います。坂下地域は、宅地開発が続いて

おり、人口減少時代は、まだ遠いのではないでしょうか。校舎の教室の数・教員

の数などの制限はあると承知していますが、市には、自治体間格差も意識しなが

ら、少人数学級の実現に向けて、動いていっていただきたいです。 

 

 本市における児童・生徒数については、駅前再

開発及び近年の急速な宅地開発等により、増加傾

向にあります。 

 また、中学校における３５人学級化を見据え

た、普通教室または教員の確保など、学習環境の

適切な整備を行ってまいります。 

 今後におきましても、各種計画等に基づき、学

校施設の建替や長寿命化などを実施していくこと

で、教育環境の維持に努めてまいります。 

 

２ p.６ 

第２章 

アンケート等の

結果 

 

P６ 特別支援学級数について、常々、「市内小学校にも、情緒固定級を設置し

て欲しい」と願っております。この６ページの記載では、「特別支援学級がある

こと」しかわからないので、もう少し詳しく記載してもいいのではないでしょう

か。 

今年度、はじめて就学相談説明会に参加しましたが、会場がほぼいっぱいにな

る参加者の数を見て、「実際に、特別支援学級に適すると判断されるかどうか、

特別支援学級を選ぶかどうかはわからなくても、特別支援教育のニーズ自体は、

かなりあるのだろう」と感じました。 

 

学級の種別や配置状況など、具体的な内容が分

かりにくいとのご指摘については、特別支援学級

の種別や特徴がより分かるよう、記載内容の工夫

について検討してまいります。 

 

３ p.８ 

第２章 

アンケート等の

結果 

 

 不登校児童が増加傾向にあることがわかりました。不登校児童の居場所とし

て、もくせい教室がありますが、親の送り迎えや様々な事情でもくせい教室まで

通うことが難しいご家庭もあるかと思います。小学校や中学校の中に不登校傾向

の児童が過ごせる場所や人員の配置をすすめていただけると安心です。少しでも

学校や担任の先生との繋がりをもてたり、「自分の学校」に居場所があると思え

ることで安心して過ごせるかなと思います。ご検討よろしくお願いします。 

 

 不登校児童・生徒の増加や、居場所の確保につ

いてのご懸念は、市としても重要な課題であると

受け止めております。校外の教育支援センターへ

の通室が難しい家庭があることを踏まえ、児童生

徒が「自分の学校の中に居場所がある」と感じら

れる環境づくりは大切であると考えています。 

 今後、全校に校内教育支援センターを設置する

とともに、学校内での居場所づくりや支援体制に
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ついて、現場の状況や人員配置の課題を踏まえつ

つ、対応してまいります。 

 

４ p.８ 

第２章 

アンケート等の

結果 

 

学力の状況を示すグラフ。小中学生共に都内平均を上回る結果に頼もしく感じ

ますが、どの様な施策が影響しているのでしょうか。また他のデータもそうです

が、示すデータと今後の施策展開の紐付けが見えづらいと思います。 

細かい点ですが、中学生のグラフの算数は、数学ではないでしょうか？ 

 

小中学生ともに都内平均を上回る結果について

は、授業改善の取組や学習支援体制の充実など、

これまでの施策の積み重ねによるものと受け止め

ております。一方で、データの提示と今後の施策

展開との関係が分かりにくいとのご指摘について

は、今後の資料作成や説明において、より分かり

やすい整理に努めてまいります。 

なお、中学生のグラフ表記については、ご指摘

のとおり「算数」ではなく「数学」であり、修正

いたします。 

 

５ p.８ 

第２章 

アンケート等の

結果 

 

 不登校児童・生徒数について、別室登校ができている子、もくせい教室に通室

できている子等の人数は、含まれていない数値・グラフでしょうか。このグラフ

の傾きが、不登校・登校拒否の実態を示しているのかどうか、という疑問があり

ます。少なくとも、「不登校」の定義については、記載されたほうがいいので

は、と思います。 

 

 不登校の定義や数値の捉え方について、より分

かりやすい説明を加えるとともに、児童・生徒の

多様な学びや居場所の状況も含めて、実態が伝わ

るような情報提供の工夫に努めてまいります。 

 

６ p.９ 

第２章 

アンケート等の

結果 

 

子どもの意見はアンケート調査をしたが、教員に対しては何らかの方法で行わ

れたのか。 

 

 本教育プランの策定にあたり、昨年度、令和７

年１月から２月にかけて、市立小学校５・６年生

及び市立中学校１・２年生を対象に、学校での取

組等についてアンケートを実施いたしました。教

員へのアンケート調査は実施しておりませんが、

例年、学校からの要望事項を受け、対応しており

ます。 

 

７ p.１４ 

第２章 

アンケート等の

結果 

 

ワークショップの結果やアンケートの結果は、どのようにプランに活かされて

いるのか。活かされなかった意見については、その理由を説明する必要があると

考えるが、市の考えはいかがか。 

 

 アンケート結果については、計画策定の基礎資

料として活用しており、ワークショップの結果に

ついては、当日議論された３つのテーマごとの意

見を該当する主要事業に反映しております。 

 

８ p.１６ 

第２章 

第３次計画の評

施策５の確かな学力の確立について、評価が４年連続でＢになっている理由は

何か。改善のための取組を明示していただきたい。 

 

ＩＣＴ端末の授業での日常的な活用が浸透して

きておりますが、学校間での活用の差が依然とし

て見られるため、解消するための取組を一層推進
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価 

 

していく必要があることからＢ評価となりまし

た。学力調査や学校現場からの声を踏まえ、つま

ずきの早期把握と個別支援の充実、ＩＣＴの効果

的活用、教職員の授業改善に向けた研修の充実な

どにより、学びの質の底上げを図ってまいりま

す。 

 

９ p.１７ 

第２章 

第３次計画の評

価 

 

総括に以下の記述がある（引用） 

一方で、各校ＩＣＴの活用が進むなか、学校間でのＩＣＴ端末活用の差が生じ

ている課題があります。また、教員の働き方改革に関しても一定の進捗があった

ものの、部活動の地域展開や校務支援体制の整備については、持続可能な仕組み

づくりが課題となっています。教員の働き方改革は、働き手である教員の視点だ

けでなく、子どもと向き合う時間を確保するという点からも推進していく必要が

あります。 

ＩＣＴの取組について、各学校による際については、喫緊の課題であると考え

ます。学校ごとの差という課題に対する方策としてはどれが対応しているのか。 

 

ＩＣＴ活用の好事例の共有や、指導主事等によ

る伴走型支援、教職員研修の充実を通じて、学校

間の取組水準の底上げを図ってまいります。ま

た、ご指摘のとおり教員の働き方改革の主眼の一

つは「子どもと向き合う時間を確保」にあると認

識しており、働き方改革の推進を通じて、子ども

たちに対するきめ細かな対応の充実につなげてま

いります。 

 

１０ p.２０ 

第３章 

教育目標・基本

方針 

 

教育プランの拠り所となる教育目標と基本方針が、第三次の計画からどのよう

な方針で変化したのか、まずその理由や背景を記載して頂けると今回のプランの

土台がイメージしやすくなると思うのですがいかがでしょうか。 

 

教育目標及び基本方針については、教育委員会

定例会で協議の上、策定しており、今後、市ホー

ムページ等を活用し、周知をはかってまいりま

す。 

なお、教育目標等の改定の経過としては、平成

３０年度に改定して以来、社会ではデジタル化の

進展のほか、感染症の拡大、国際情勢の不安定化

など、子どもたちの育つ環境が大きく変化してお

ります。このような環境で、子どもたち同士が主

体的に学び合い、多様性を包摂し、想像力豊かに

未来を切り拓くことを願い、また、今年度で第３

次明日の小金井教育プランの計画期間が終了する

ことも踏まえ、教育目標及び基本方針を改定する

こととしました。 
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１１ p.２４ 

第４章 

施策１ 新しい

時代に必要とな

る資質・能力を

育む教育 

 

 記載内容について異議等ありません。しかし、競争という概念があればより良

くなると思料します。「ともに学ぶ」に競争を加えていただきたいです。ゆとり

教育以降、競争がなくなったことで知力や根性が激減したと思います。誰々に勝

ちたいなどの気持ちから向上に繋がると思います。 

 

他者と切磋琢磨しながら自らの力を高めていく

経験は、学習意欲や粘り強さを育てるうえで意義

があると考えます。過度な序列化や一方的な比較

とならないよう配慮しつつ、互いに高め合う関わ

りを通じて、子ども一人ひとりが成長を実感でき

る学びに取り組んでまいります。 

 

１２ p.２４ 

第４章 

施策１ 新しい

時代に必要とな

る資質・能力を

育む教育 

 

教員の指導力向上などと記載ありこちらも重要なことと思いますが、即効性が

あるのが入学から卒業まで学年担任を変えないことと思います。娘の通う〇〇中

等教育学校では中 1 から高 3 までの 6 年間学年担任が変わらないため、教師が生

徒のパーソナリティを理解しており、きめ細かいフォローができています。教師

と生徒の関係性が深くお互いやりやすいようです。もちろんデメリットもあるも

ののメリットの方が多いと思います。ぜひ、ご検討ください。 

 

一貫教育については、メリット・デメリットの

両面からの検討が求められるものと認識していま

す。教員の指導力向上と併せて、より良い指導体

制の在り方について、学校現場の状況を踏まえな

がら検討を進めてまいります。 

 

１３ p.２５ 

第４章 

施策１ 新しい

時代に必要とな

る資質・能力を

育む教育 

 

ＩＣＴ活用について、「ＩＣＴの効果的に活用した多様な学習形態」とある

が、その効果的な学習形態について、現場教員の自主的な学びによるそのための

専門知識を教員はどこでどのように学べばよいと施策では考えているのかが不明

瞭。各学校へ週当たり２～３日、複数名のＩＣＴ支援員の巡回があるような自治

体もある中、小金井市にはないに等しい。専門的な知識をもった方と活用方法に

ついて気軽に相談できる環境を整えるべきである。 また、教員の公務パソコン

の動作が遅い。また、公務パソコン自体はインターネットに接続できない仕様に

なっており、インターネット上で利用したいデータの公務パソコンへの移行や、

公務パソコンで作成した授業プリントを生徒のＩＣＴ端末への配信する作業など

も、多くの手間を必要とするような状況。（職員室に２本しかないＵＳＢメモリ

を活用する。すなわち一度に２名までしか作業できない） 

 

本市では、各学校からの要請に応じ、クローム

ブックの活用に関する技術的な支援を行う、ＧＩ

ＧＡスクールサポーターを派遣し、クロームブッ

ク運用に関する問い合わせ対応、技術的な疑問が

生じた際の情報収集、各校の課題等の共有等を行

う等の体制を整えているところです。 

現状の校務系ネットワークにおきましては、児

童生徒に関する機微情報を取り扱うため、校務用

ＰＣとサーバーを仮想の閉域網で結んでおり、他

のネットワークとは敢えて分離して運用している

状況です。 

今後、校務系ネットワークからインターネット

に接続できるよう、ＩＣＴ機器のリース期間満了

を機に、歳入の確保に努めつつ、ゼロトラストセ

キュリティに基づいた各ネットワークの統合化を

目指してまいります。 

 

１４ p.２５ 

第４章 

施策１ 新しい

時代に必要とな

「ＩＣＴを効果的に活用した多様な学習形態を導入し、児童生徒の主体性を引

き出す授業づくりを支援する体制を整備します。」とありますが、令和７年度現

在、市立中学校に配備された生徒用ＩＣＴ端末の数が不足しており、追加の配備

されることなく１２月を迎えました。私は今年度、他地区より異動してきました

新たなクロームブックの各校への配備につきま

しては、１２月中に完了いたしましたが、時期が

年末になってしまったことをお詫びいたします。 

ＩＣＴ環境の推進につきましては、校長会を通
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る資質・能力を

育む教育 

 

が、生徒用ＩＣＴ端末が足りないなど前代未聞です。１２月より新しいＩＣＴ端

末に切り替わり、現状生徒一人１台端末となりましたが、配備されるまでに８ヶ

月かかる対応の遅さを考えると、どこまで本気で「ＩＣＴを効果的に活用した多

様な学習形態を導入」するつもりがあるか甚だ疑問です。 

また、ＩＣＴを授業に活用するのは現場の教員だと思いますが、どのようなＩ

ＣＴ環境を私たちが求めているかは把握されているのでしょうか。これまで管理

職を通じてＩＣＴに関する意見を挙げさせていただいたことがありますが、何一

つ改善されぬまま現在を迎えております。現場の声が非常に届きにくい現状があ

ると思います。市内勤務の教職員に、どのようなＩＣＴ整備が求められている

か、広くアンケートを取るべきなのではないでしょうか。 

 

じ予算要望をいただいているところでございま

す。 

現状の電子機器のリース期間等を勘案の上、そ

の充実に努めてまいります。 

 

１５ p.２６ 

第４章 

施策１ 新しい

時代に必要とな

る資質・能力を

育む教育 

 

山の移動教室について、主な取組に「山の移動教室における自然とふれあう活

動の充実」とあるが、まずは２泊３日である必要はあるのか。自然と触れ合うこ

との目標は１泊２日でも達成可能である。宿泊行事の日数は、教員の働き方改革

にもつながる。３年生の修学旅行が２泊３日なので、２年生の泊数は減らしても

良いと思う。 

また、中学校５校がなぜ同じホテル、同じ旅行業者限定で長年（１０年以上に

わたり）続けているのか。毎年９月という限られた時期の中で５校の日程を決め

るため、修学旅行や定期考査など、年間行事予定を決める際に色々な困難が生じ

ている。そして、自然と触れ合う目的であれば、冬季にスキー移動教室として実

施してもいいのではないか。 

 

実施時期や内容の多様化、他の自然体験活動の

可能性についても検討を進め、学校現場の負担軽

減と教育の質の両立を図ってまいります。 

 

１６ p.２７ 

第４章 

施策２ グロー

バル社会を生き

る力を育む教育 

 

 施策２の標題がグローバル社会を生きるとありますが、主要事業の④や⑤は、

何もグローバル社会化に対応するための事業ではないように感じます。例えば複

雑化.多様化する社会を生きる、などと施策２の標題を広く捉えるのはいかがでし

ょうか。 

 

ご指摘のとおり、施策２では、国際化への対応

に加え、価値観や課題が多様化・複雑化する社会

を生き抜く力の育成を意図しており、主要事業④

⑤についても、その一環として位置付けておりま

す。施策の趣旨がより的確に伝わるよう、標題の

表現を含め、分かりやすい整理や表現方法につい

て検討してまいります。 

 

１７ p.２８ 

第４章 

施策２ グロー

バル社会を生き

る力を育む教育 

 

「小・中学校において、外国語指導助手（ＡＬＴ）を派遣し、実際のコミュニ

ケーションを通じて、グローバル化する社会を生きるために必要な子供たちの語

学力を伸ばすとともに国際理解を推進します。」とありますが、令和７年度の時

点では中学校におけるＡＬＴ活用時数が年間４回と子供から聞いております。あ

まりに少なすぎるらしいということで、文科省の『令和６年度英語教育実施状況

調査』を読んでみました。英語の総授業時間数半分以上の時間、ＡＬＴ等が参画

限られた財源や人材確保の課題を踏まえつつ、

ＡＬＴの効果的な配置や活用時数の拡充について

検討を進め、授業内容や学習段階に応じた質の高

い外国語教育の実現を目指してまいります。 
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した学校の割合、全国平均は令和５年度２４．０％とのことでした。半分以上Ａ

ＬＴを活用できる自治体が全国で２４％あるというのに、小金井市は３％くらい

しか活用できていない、ということなのでしょうか。近隣の市では、年間３０％

ほどＡＬＴを活用している市や、毎週ＡＬＴに来てもらえている市もあると聞き

ます。近隣の市との格差を知っていたなら、小金井市に住むことを選ばなかった

と、子供に申し訳ないなという気持ちになっています。ぜひ来年度以降は大幅な

ＡＬＴ活用時数の増加をお願いします。 

 

１８ p.２８ 

第４章 

施策２ グロー

バル社会を生き

る力を育む教育 

 

｢グローバル社会を生きる語学指導の充実｣のなかの、外国語指導助手(ＡＬＴ)

の派遣について、派遣回数を増やして欲しいと考えています。私は市内の中学校

に通う学生ですが、ＡＬＴの先生が授業に来られる回数は、現在、年間で約４回

となっており、他市と比べて少なすぎると思います。ネイティブの先生と話すこ

とによって、きちんとした発音や英語での会話能力を身につけることができてい

るのにも関わらず、頻度がこんなに少ないと、本来身につくはずの力も身に付か

ず、将来子供達が大人になった時に社会で活躍する可能性が減り、困ってしまう

だけなのではないでしょうか。今の時代、バイリンガルやトリリンガルが当たり

前になると考える人も少なくありません。このコメントを機に、ＡＬＴの派遣回

数を増やすことを検討していただきたいです。 

 

ＡＬＴの活用が生徒の学習意欲や英語による表

現力の向上につながるよう、派遣回数や活用方法

の在り方について、検討してまいります。 

 

１９ p.２８ 

第４章 

施策２ グロー

バル社会を生き

る力を育む教育 

「主要事業③ グローバル社会を生きる語学指導の充実」について、市内中学

校へのＡＬＴの派遣は、年間で４週間程度である。全１３学級を２０の少人数ク

ラスに分けて英語の授業を行っている現状では、ＡＬＴとのＴ.Ｔ.を組むのは１

週間に各クラス１時間が限度であり、つまり生徒一人がＡＬＴと授業で触れ合う

ことができるのは、１年間でたったの４時間、３年間で１２時間しかない。３０

年間、４つの自治体で英語教師をしてきたが、これほどまでに派遣日数が少ない

自治体は小金井市が初めてである。学期ごとにパフォーマンステストを実施する

にあたり、ＡＬＴに試験官を担当してもらうと、生徒にとってＡＬＴは、ほぼ、

「試験をする人」というお客様のような存在になってしまう。実際、一度会った

あと、次の機会ではＡＬＴの名前を覚えていない生徒もいる。互いのことを十分

に知る機会もないまま、１対１のスピーキングテストを行わなければならないこ

とは、生徒にとってはもちろんのこと、ＡＬＴにとっても、生きた英語を使って

互いのことを伝え合う機会とは程遠く、精神的な負荷も大きい。国分寺市のある

中学校では、学級数の違いがあるとはいえ、月に２－３週間派遣されており、月

に１回程度はＡＬＴとの授業があると聞く。生徒一人あたりが３年間でＡＬＴと

の授業を受ける機会は、少なく見積もっても小金井市の生徒の２倍はあるだろ

う。 

本市におけるＡＬＴ配置については、財源や人

材確保の状況を踏まえ、現行の派遣体制としてい

るところですが、近隣自治体の取組や派遣形態等

も参考にしながら、ＡＬＴの配置について検証を

進め、英語教育の質の向上につながる方策を検討

してまいります。 
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また、英語だけに限らず他教科の授業や行事への参加も可能となる。このよう

に、日常的にＡＬＴが校内にいることで、生徒にとって外国人が特別ではなく身

近な存在となり、生徒たちは授業以外の時間で他の教職員と接するように自然に

ＡＬＴと触れ合うことができる。英語科の教員にとっても、ＡＬＴと協力して

中・長期的な指導計画を立てたり、日常的に語学の質問をしたり、文化的な面で

のアドバイスを貰うことも可能であろう。私が以前勤務していた市では、ＪＥＴ

プログラムを利用してＡＬＴが常駐していた。私にとってもＡＬＴとＴ.Ｔ.をす

ることが前提であり、日々の授業計画を共に考える中で、自身の英語力も鍛えら

れたと実感している。 

そして何より、ＡＬＴが私達教員と同じように生徒たちの顔と名前がわかるだ

けでなく、個人を認識して親しくなれることが生徒にとってどれだけ素晴らしい

経験であるか。想像していただきたい。ＡＬＴが年間を通してたったの４週間し

か派遣されていない小金井市では、生徒も教員も、グローバルな視点を持つため

の機会が、他市と比べて大幅に少ないと言える。 

また、派遣業者についても、様々な問題点があることを報告し、業者の変更を

求めても変わることがなかったことも残念である。具体的には、講師の質が決し

て高いとは言えない。十分な研修機会を与えられておらず、本人の人柄や資質に

頼っている感が否めない。ＡＬＴ＝英語話者では困る。教育者であってほしい

し、日本の中学校教育や中学生の発達段階に明るく、自身の使命を自覚し、積極

的に文化的交流を図ろうという意欲のある人であってほしい。こちらのオーダー

で授業をまるごと任せられる講師はこの４年間で一人もいなかった。むろん、ス

ポット的に派遣されるため、十分に事前の相談や準備をする時間はなく、こちら

がお膳立てをしなければならない環境であるのだが。２年連続で同じ講師が配属

になることもなく、それどころか年度途中で講師が変更になることもあり、一人

の講師と親しくなるどころか、「はじめまして」「テストをします」という状況

になることもこれまで少なくなかった。 

小金井市は、グローバル社会を生きる語学指導の充実を謳うのであれば、優良

な派遣会社と契約をし、年間の配置日数を大幅に増やすべきであると考える。小

学校への派遣時数（日数）に対して、中学校への派遣時数（日数）が極端に少な

い。小学校は英語教師がいるわけではないため、ＡＬＴの配置が手厚いのかもし

れないが、小中の格差が大きすぎる。コミュニケーションの素地を育む小学校に

対して、中学校は、ＥＳＡＴ－Ｊの導入で生徒のスピーキング能力の向上も求め

られ、また、社会的問題について個人の考えを持つ生徒を育成することも求めら

れる。生徒たちと教師の専門的な英語力向上はもちろん、文化的社会的な視野を

広げる意味でも、身近に外国人（英語話者）がいる環境を生徒たちに保証してほ

しい。 



8 

 

２０ p.２９ 

第４章 

施策２ グロー

バル社会を生き

る力を育む教育 

Ｐ２９、主要事業４ 体験活動・読書活動・表現活動の充実 について、我が家

の子は、２人、もくせい教室に通室しています。図書館や公民館と、もくせい教

室の連携も、ぜひ、進めていただきたいです。東京学芸大学の入試日などは、図

書館や公民館を活用する活動、他の大学や専門学校・学術研究機関等と連携する

活動等を入れていただく事なども、ご検討いただければと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

もくせい教室の教育活動の趣旨や児童生徒の実

態を踏まえながら、図書館や公民館との連携の可

能性について検討してまいります。 

２１ p.２９ 

第４章 

施策２ グロー

バル社会を生き

る力を育む教育 

図書館から学校への図書の貸し出しについて、数年前は、ＰＴＡが担当してい

る学校がありましたが、現在はどうなっているのでしょうか。「毎年、貸し出し

を申し込む事はほぼ決定しているのに、クラス毎・学年毎に、ＰＴＡの委員が手

続きするのは、効率があまり良くないのではないか」と感じていました。 

図書館から学校への図書の貸し出しにつきまし

ては、現在もＰＴＡに協力をいただいている学校

があります。 

例えば、授業で使用する図書の申請については

学校が行い、学級において日常的に読む図書につ

いては学期ごとにＰＴＡが申請するなど、学校と

ＰＴＡが連携して子どもたちの読書活動を支えて

おります。 

教職員が主体となった手続きへの変更や、学

校・学年単位での一括申請、ＰＴＡとの効果的な

連携につながる仕組みを検討してまいります。 

 

２２ p.３０ 

第４章 

施策２ グロー

バル社会を生き

る力を育む教育 

 

主要事業⑤の主な取組に、地域文化（小金井特有など）に触れる機会があると

より充実すると思いますがいかがでしょうか。 

地域文化や特性を生かした教育活動の展開につ

いては、４４ページからの「施策６ 地域ととも

にある学校づくりの推進」において記述しており

ます。 

２３ p.３０ 

第４章 

施策２ グロー

バル社会を生き

る力を育む教育 

主要事業⑤の取り組みの殆どが、子どもたちが、一方的に鑑賞して。いい経験

したね？というやり方で、主体性をどう引き出すのか 音楽会や作品展だけで引

き出せるのか、これまでのやり方を振り返っているように感じられない。音楽・

演劇＿芸術の分野や要素で、ワークショップ的な、もっと「答えを求めず」、感

覚や思考・五感が研ぎ澄まされるとか、自身の考えの揺らぎを楽しむなど、小金

井アートフルアクションで行っているワークショップなどを参考に子どもたちの

可能性を探る取り組みもしてはどうか。これもコミュニティー文化課・市の事業

です。 

https://artfullaction.net/news/tazuneru2024/ 

 

芸術・文化に触れる経験に加え、子どもたちが

自ら感じ、考え、表現し、他者と共有する過程を

重視することが大切であると考えています。 

今後は、様々な学びの手法について参考としな

がら、子どもたちの感性や主体性を育む取組の充

実を図ってまいります。 
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２４ p.３０ 

第４章 

施策２ グロー

バル社会を生き

る力を育む教育 

 Ｐ３０主要事業⑤個性や想像力を育む文化的行事の充実について、子どもが不

登校状態になると、家から出られるか・不特定多数の人がいる所に外出できる

か・何にどのくらいエネルギーを使えるか？は、その子次第にはなりますが、あ

る程度、自宅外で活動できる状態の登校児の場合、多様な文化や芸術に触れられ

るかどうかは、保護者の時間的・経済的・精神的な余裕や保護者の教養・知識

に、大きく影響されます。保護者にとって、「その機会は、保護者次第」という

のは、大きなプレッシャーとなります。この点について、解決策は、思いつきま

せんが、「すべての子どもに、文化芸術に触れる機会を」という理念を掲げる

時、学校へ行けなくなってしまった子たちのことも、包摂して、具体的な計画に

反映していっていただきたい、と願っております。 

 市内の文化施設の社会科見学等は、不登校の子のほか、たまたま傷病や忌引等

で欠席した子が、後日、個人的に見学を希望・相談すれば、施設見学をアレンジ

していただけるのかどうか？等の情報が、わかりやすくまとまった資料になって

いると良い、と思います。 

 

学校に通うことが難しい子どもも含め、様々な

状況において、子どもたちが無理のない形で文化

的行事や体験活動に参加できる方策等について検

討してまいります。 

２５ p.３１ 

第４章 

施策３ デジタ

ル社会をよりよ

く生きる力を育

む教育 

ＩＣＴ教育は有害ではないでしょうか？教育先進国、スウェーデンでは、ＩＣ

Ｔ教育を導入したことによって、生徒の学力が急激に低下し、ＩＣＴ教育を止め

ました。国際学力調査ＰＩＳＡでは、ＩＣＴ使用と学力の負の相関関係があると

指摘しています。現在、小学校現場ではＩＣＴ教育の一環としてタブレット端末

の利用が急速に拡大しています。ＩＣＴ自体の利点は理解していますが、一方で 

小学生に対する長時間のデジタル機器使用が、健康面・学習面・心理面において

複数のリスクをもたらす ことが国内外の研究で指摘されています。保護者とし

て、以下の点に強い懸念を抱いており、適切な改善を要望いたします。 

１－１. 視力低下・近視の急増 

 日本眼科医会・文科省の調査では、小学生の視力１．０未満の割合が過去最

高。国際的には、オーストラリア研究チーム（Guggenheim et al.）により、「近

距離デバイスの長時間利用は近視リスクを明確に高める」 ことが示されていま

す。１日２時間以上のデバイス使用は、小児の近視発症率を有意に増加

（Systematic Review, 2021）。 

１－２. 睡眠障害 

ブルーライトは メラトニン分泌を抑制→入眠障害・睡眠の質低下 を引き起こす

（Harvard Medical School）。小学生の睡眠不足は、学力低下・情緒不安定・衝

動性増加につながります。 

１－３．姿勢と運動不足による身体機能の低下 

端末使用に伴う前傾姿勢は、首痛・肩こり・腰痛  の原因（日本整形外科学

会）。小児の座位時間増加は、筋力低下・肥満リスクの上昇と関連。 

ＩＣＴ教育に伴う健康面・学習面・心理面等へ

のご懸念については、様々なご意見があることを

認識しております。ＩＣＴはあくまで教育の「手

段」の一つであり、紙の教材や対面での学びを代

替するものではありません。市としては、読み書

き・計算などの基礎的学力や人間関係の形成を重

視しつつ、情報活用能力や多様な学びを支える補

完的手段として、ＩＣＴを適切に活用することが

重要であると考えています。 

引き続き、使用時間や場面への配慮、紙教材と

の併用、姿勢・視力・生活習慣への指導、端末の

管理ルールの徹底などを通じて、子どもの健やか

な成長を最優先にしたＩＣＴ活用を進めてまいり

ます。 
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２. 学習への影響 

２－１. 読解力の低下 

ＯＥＣＤ ＰＩＳＡ（２０２２）では、デジタル読書ばかりの生徒は紙読書の生

徒より読解力が低い と報告。スタンフォード大学の研究では、紙の方が理解度・

記憶保持率が高い ことが確認されています。 

２－２. 注意力・集中力の低下 

タブレットは通知・操作刺激が多く、注意散漫を誘発しやすい（American 

Psychological Association）。 

小学生は前頭前野が未発達のため、自制的にデバイス使用を管理するのが困難

です。 

２－３. “書く力” の低下 

手書きは記憶・思考・表現力の発達に重要（Norwegian University of Science 

and Technology）。タブレット学習中心になると、書くことによる学習効果が損

なわれる。 

３. 心の健康への影響 

３－１. 依存傾向 

 ＷＨＯは「ゲーム依存症」を正式な疾患と認定。小学生のタブレット依存は、

衝動性・イライラ・対人関係の問題 を増加させる研究も多数。 

３－２.ＳＮＳ・オンライン環境によるストレス 

 小学生でもオンラインでのトラブル・不安の増加が報告（日本小児科学会）。

〇〇小学校では、子供たちが先生が来るまでの時間に、タブレットを持ち出して

オンラインゲームをしているそうです。現代の子供は皆帰宅してからもゲームや

テレビを見ています。学校でもタブレットを導入すると、１日のスクリーンタイ

ムが非常に長い時間のものとなってしまいます。 

人間関係、注意力、集中力、読み書き、計算等の基本的な能力は、アナログ活

動を通じて最も効率よく習得できます。保護者としての要望は、ＩＣＴ教育を撤

廃して、紙と教科書のみに戻していただきたいと思っています。 

 

２６ p.３１ 

第４章 

施策３ デジタ

ル社会をよりよ

く生きる力を育

む教育 

 「教育の質の向上と教職員の働き方改革を両立させるために、校務と教育の両

面でＤＸを推進し、持続可能で柔軟かつ進化し続ける学びの環境を整備しま

す。」について、教員の立場から不十分であると感じている。 

①校務パソコンはネットに繋がらず、ネットに繋がる唯一のパソコンを３０人以

上の教職員で譲り合いながら使用している。しかもそのパソコンから自分の校務

パソコンにデータを移すために、副校長補佐のＰＣを経由しないと移せない。無

駄な作業・時間が多すぎると感じている。 

②校務パソコンで作成したデータを上記の無駄な作業をしてクロームブックに移

校務用パソコンのネットワーク制限やデータ移

行に伴う煩雑な作業、校務用端末とクロームブッ

ク間の互換性につきましては、課題であると認識

しております。 

現状の校務系ネットワークにおきましては、児

童生徒に関する機微情報を取り扱うため、校務用

ＰＣとサーバーを仮想の閉域網で結んでおり、他

のネットワークとは敢えて分離して運用している
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すも 、互 換 性が 良 く ない ため 手 直し と 言 う名 の作 り 直し が 必 要。 

＊校務パソコンは基本的に職員室から持ち出さないもの、クロームブックは授業

場所でスライドを提示したり 

③留守番電話の導入、ＧＩＧＡスクールサポーターの派遣、他の自治体では導入

済みの所が多い中なぜこんなに遅れているのか。 

状況です。今後、校務系ネットワークからインタ

ーネットに接続できるよう、ＩＣＴ機器のリース

期間満了を機に、歳入の確保に努めつつ、ゼロト

ラストセキュリティに基づいた各ネットワークの

統合化を目指してまいります。 

また、本市では、各学校からの要請に応じ、ク

ロームブックの活用に関する技術的な支援を行

う、ＧＩＧＡスクールサポーターを派遣し、クロ

ームブック運用に関する問い合わせ対応、技術的

な疑問が生じた際の情報収集、各校の課題等の共

有等を行う等の体制を整えているところです。 

さらに、職員室における留守番電話の導入につ

きましては、教員の働き方改革を推進する観点か

ら、喫緊の課題であると捉えており、予算の状況

を踏まえ、早急に対処してまいります。 

 

２７ p.３１ 

第４章 

施策３ デジタ

ル社会をよりよ

く生きる力を育

む教育 

小金井市内へ異動してきて、校務パソコンがインターネットに接続されていな

いことを聞いて、驚愕しました。授業で「ＩＣＴを活用せよ」と謳っておきなが

ら、教員のパソコンがネットに繋がらないとは理解ができません。職場のデジタ

ル化（教職員も生徒も）が進んおらず、感覚的には１０年前くらいにタイムスイ

ップしたような感覚です。現任校が初任校である方、市内異動を繰り返している

方は、このような環境に違和感をあまり感じていないようですが、他地区からの

異動者は驚きっぱなしです。どうにか、この現状を変えていかないと、時代から

取り残された陸の孤島になりかねません。以下は、日常的的に支障を来している

点・授業で使用する教材を校務パソコンからＧｏｏｇｌｅ Ｃｌａｓｓｒｏｏｍ

にアクセスできないため、作成した教材をアップロードできない。・デジタル教

科書を使用して、教材作成を行うことができない。・これまでにＭｉｃｒｏｓｏ

ｆｔで作成した教材等を活用することができない。以上のような、支障により、

以下の点が懸念される。・「働き方改革の逆行」である。紙の使用に頼らざる終

えないことになり、時間もお金も無駄が多い。・業務と授業のデジタル化が進ま

ない。先に述べた通り。・デジタル教材活用や授業資料の配布ができないなどに

よる「教育の質の低下」。これが一番の課題です。デジタル化が進めば、授業で

できることが変わります。 とにかく、小金井市内の校務パソコンを早急にイン

ターネットに接続してください。いつになったら、繋いでいただけますか。これ

以上、先延ばしにすることは、市内の児童・生徒に対する教育の質の低下を意味

します。デジタル化が進んでいる市区町村ではどんどん、児童・生徒・教員はデ

校務用パソコンのネットワーク制限やデータ移

行に伴う煩雑な作業、校務用端末とクロームブッ

ク間の互換性につきましては、課題であると認識

しております。 

現状の校務系ネットワークにおきましては、児

童生徒に関する機微情報を取り扱うため、校務用

ＰＣとサーバーを仮想の閉域網で結んでおり、他

のネットワークとは敢えて分離して運用している

状況です。 

今後、校務系ネットワークからインターネット

に接続できるよう、ＩＣＴ機器のリース期間満了

を機に、歳入の確保に努めつつ、ゼロトラストセ

キュリティに基づいた各ネットワークの統合化を

目指してまいります。 
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ジタルスキルを身に着け、短時間で効率のいい学び、授業を進めています。 

 

２８ p.３１ 

第４章 

施策３ デジタ

ル社会をよりよ

く生きる力を育

む教育 

 「デジタル社会をよりよく生きる力を育む教育」について、小金井市の小・中

学校のデジタル環境がまったく整っていないと感じます。校務ＰＣがインターネ

ットに繋がっていないため、「教員の働き方改革」の逆行であると同時に、校務

ＰＣで作成した学習のプリントなど（マイクロソフト関係のもの：ＷｏｒｄやＥ

ｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ、ＰＤＦ化した資料）を生徒の端末に送信でき

ないため「教育の質の低下」が起こっています。他地区では、当たり前のように

校務ＰＣがインターネットに繋がっているため、小金井市に異動してくると教員

は働きにくさを感じ、デジタルスキルを持った先生方や若手教員は、小金井市を

離れ、異動や転職をしてしまいます。こういった状況は、児童・生徒へのデジタ

ルスキルの育成にも大きな問題が生じます。 

 また、働き方といった面では、校務ＰＣがインターネットに繋がっていないた

め、職場体験や校外学習、移動教室や修学旅行などの外部との連絡（メール等）

も電話かＦＡＸでしかできません。さらに、校務ＰＣで作成した文書のやり取り

ができないため、いまだに小金井市はＦＡＸ文化ですが、民間企業などは令和の

時代、ＦＡＸがありません。これは、もはや昭和・平成初期の業務形態です。セ

キュリティの問題については、ホワイトリスト方式などを活用すれば、安価で設

定もできます。また、校内にはＷｉ－Ｆｉ設備があるので、回線はそちらを活用

すれば予算も安価でできます。（Ｗｉ－Ｆｉ設備の回線自体にも問題はあります

が…） 

 令和８年度は、前提として校務ＰＣにＧｏｏｇｌｅ Ｗｏｒｋ ｓｐａｃｅを

ホワイトリスト化して繋げれば良いと思います。その限定範囲のみでも多くが変

わると思います。できないのは、教育委員会と市役所の情報システム課の連携の

問題、専門的な知識を持った方の不在かと思います。なお、セキュリティの服務

の問題では、学校現場の情報漏洩は「紙媒体の紛失・誤配布」と「ＵＳＢなど外

部記憶媒体の管理不備」が最も多い原因です。システム上の情報漏洩はほばあり

ません。システムを介しての情報漏洩も基本はヒューマンエラーです。したがっ

て、インターネットを開通したから、情報が漏洩するという考え方は、大方間違

っていると思います。令和８年度より回線の開通をしなければ、小金井市の児

童・生徒・教員のデジタルスキルの向上はないと思います。ぜひ、早急なご対応

をご検討ください。 

 

校務用パソコンのネットワーク制限やデータ移

行に伴う煩雑な作業、校務用端末とクロームブッ

ク間の互換性につきましては、課題であると認識

しております。 

現状の校務系ネットワークにおきましては、児

童生徒に関する機微情報を取り扱うため、校務用

ＰＣとサーバーを仮想の閉域網で結んでおり、他

のネットワークとは敢えて分離して運用している

状況です。 

今後、校務系ネットワークからインターネット

に接続できるよう、ＩＣＴ機器のリース期間満了

を機に、歳入の確保に努めつつ、ゼロトラストセ

キュリティに基づいた各ネットワークの統合化を

目指してまいります。 

なお、セキュリティ上の脆弱性を増大させるこ

ととなるため、現行の拠点機器におけるホワイト

リスト方式による外部接続に関しては致しかねま

す。 

２９ p.３１ 

第４章 

施策３ デジタ

 「施策３ デジタル社会をよりよく生きる力を育む教育 」とありますが、今

年度の小金井市内の小中学校におけるｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ端末の配備状況から

して非常に不安が募ります。今年度、私が勤めている中学校では、前年度から端

タブレット端末の不足というご懸念につきまし

ては、各校の児童生徒数に加え教員分も加算して

調達しているところです。また、予備機に関して
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ル社会をよりよ

く生きる力を育

む教育 

末の数が不足することを伝えていたにもかかわらず、「予算がないから追加はで

きない。」とされたまま１２月を迎えました。我々教職員は生徒が一人一台端末

を活用した授業づくりができるよう、ＩＣＴ端末を文房具として使うことができ

るような授業を研究してきました。また、ハチドリプロジェクトの一環として、

授業だけでなく委員会活動などにおいても端末を活用し、各委員会の資料のペー

パーレス化を図るなどの取り組みを整備してきました。そんな中、端末が足りな

い状況で年度が始まり、２学期終了目前のタイミングでようやく端末が送られて

きた現状があります。資料６ページにあるように生徒数は微増傾向とのことです

が、今後も年度途中や年度初めに端末が不足する、不足したまま改善されない状

況が起こるのではないかという不安を感じています。このような状況下ではＩＣ

Ｔ端末を生徒が活用する授業や活動を設定することは難しく、ＩＣＴの利活用の

推進もデジタル・シティズンシップ教育の推進も手詰まりとなってしまいます。

我々教職員も生徒たちに丁寧な端末の利用を指導していくことはもちろんです

が、ＩＣＴ端末はシャープペンシルなどと同じく壊れる文房具ですから、現在の

生徒数分・次年度の生徒数分の確保をするのは当然のことで、そのうえで十分な

予備台数の確保、スムーズな交換対応が可能になるような仕組みの整備を求めま

す。 

 

も一定数用意をしております。さらに、現状使用

しているタブレット端末で引き続き使用すること

のできるものについても、予備機として活用する

運用としており、ご懸念点は解消されるものと考

えます。今後とも、環境整備に努めてまいりま

す。 

３０ p.３１ 

第４章 

施策３ デジタ

ル社会をよりよ

く生きる力を育

む教育 

「ＩＣＴを効果的に活用した授業改善や学習環境の整備の推進」について、教

員が校務パソコンでインターネットを利用できるようにすべきだと考えます。私

自身、ＩＣＴ活用のスキルは高くありませんが、せめてインターネットを利用し

た授業プリントの作成などにもっと取り組みたいです。インターネットに接続し

ているタブレット端末では、Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔを利

用できず、作業効率が上がりません。教員の働き方改革の視点からも改善が望ま

れます。また、電子メールの環境も不十分です。電子メールが利用できる端末機

は、３０人ほどの職員全体でわずか２機です。職場体験や校外学習などで外部と

のやりとりをするのに不便です。今後、事業所によってはＦＡＸ対応に制限が生

じることも考えられます。ご検討ください。 

校務用パソコンのネットワーク制限やデータ移

行に伴う煩雑な作業、校務用端末とクロームブッ

ク間の互換性につきましては、課題であると認識

しております。 

現状の校務系ネットワークにおきましては、児

童生徒に関する機微情報を取り扱うため、校務用

ＰＣとサーバーを仮想の閉域網で結んでおり、他

のネットワークとは敢えて分離して運用している

状況です。 

今後、校務系ネットワークからインターネット

に接続できるよう、ＩＣＴ機器のリース期間満了

を機に、歳入の確保に努めつつ、ゼロトラストセ

キュリティに基づいた各ネットワークの統合化を

目指してまいります。 

 

３１ p.３１ 

第４章 

施策３ デジタ

施策３の指標、授業でＩＣＴを週３回以上活用していると回答した割合が紹介

されており、現状値は小５で９０．２％、中２で６７．２％だが、学校ごとの平

均値は出しているのか。 

児童・生徒へのアンケート結果を基に、学年全

体の傾向を把握する目的で公表しているものとな

ります。 
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ル社会をよりよ

く生きる力を育

む教育 

 また、現時点では、学校ごとの平均値を対外的

な指標として整理・公表しておりませんが、校内

や行政内部の分析資料としては、学校ごとの状況

は把握しております。 

 

３２ p.３２ 

第４章 

施策３ デジタ

ル社会をよりよ

く生きる力を育

む教育 

Ｐ３２のＩＣＴ教育について、ＩＣＴ教育を受ける側の環境整備の必要性つい

て要望があります。生徒が課題に取り組む際、現行の文書作成プラットフォーム

が使いづらい問題があります。問題点としては使用機器の処理速度が遅い事、ワ

ードやエクセルではないメモ機能で文書作成をする為画像の貼り付けや段落の変

更が大変やりづらい事の２点です。この為、生徒が課題作成に取りかかる際、余

計な時間と手間がかかってしまい取り組みへの意欲が下がっています。解決策と

してＩＣＴ教育への予算を大幅に増額してワード、エクセルの搭載、ハイスペッ

クな機器の配備やネット環境の整備を切に要望します。 

児童生徒に対する一人１台端末につきまして

は、令和７年１２月に各校にあらたなクロームブ

ックを配備したところです。ご指摘いただきまし

た事項につきましては、課題の一つとして捉えて

まいります。 

また、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔのワード・エクセル

の代替としましては、Ｇｏｏｇｌｅドキュメント

及びＧｏｏｇｌｅスプレッドシート等をご活用い

ただく等、運用面で対応しております。 

今後とも実用的なソフトウェアの導入、安定し

たネットワーク環境の整備など環境整備に努めて

まいります。 

 

３３ p.３２ 

第４章 

施策３ デジタ

ル社会をよりよ

く生きる力を育

む教育 

教育用ネットワークにおける通信回線の拡充ですが、ＩＣＴを活用した授業展

開をするために、学校内全ての教室、体育館にもネットワークを早く繋げてほし

い。 

今後、ＩＣＴ機器のリース期間満了を機に、歳

入の確保に努めつつ、校務系及び教育系ネットワ

ークの統合を目指す予定であり、合わせて通信回

線の拡充についても検討してまいります。 

なお、体育館については、すでに教育用ネット

ワークのアクセスポイントを設置しておりますの

で、ネットワークに接続できます。 

 

３４ p.３２ 

第４章 

施策３ デジタ

ル社会をよりよ

く生きる力を育

む教育 

 

職員室に留守番電話を導入することは、教員の働き方改革につながるので、早

く使えるように整備して欲しい。 

職員室における留守番電話の導入につきまして

は、教員の働き方改革を推進する観点から、喫緊

の課題であると捉えており、予算の状況を踏ま

え、早急に対処してまいります。 

３５ p.３２ 

第４章 

施策３ デジタ

主要事業⑥ ＩＣＴ利活用の推進 【担当：学務課・指導室・図書館】  

「デジタル学習基盤を活用した授業の推進 」について以下の様に考えます。

私は、「デジタル社会をよりよく生きる力を育む教育」という基本的な方向性に

タブレット端末をはじめとしたデジタルツール

を活用により、児童生徒に対し、一斉に指導内容

等を伝達することができるとともに状況に応じ、
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ル社会をよりよ

く生きる力を育

む教育 

賛同します。ＩＣＴを単なる便利な道具としてではなく、学びの在り方を変革す

る基盤と捉え、児童生徒が課題を主体的に捉え、思考力・判断力・表現力を育成

していくという理念は、これからの社会を生きる上で極めて重要であると考えま

す。一方で、その具体的な手段として、デジタル教科書を主とする授業が常態化

することについては、強い懸念を抱いています。 

Ａ 北欧諸国における紙教科書回帰の動きについて 

 ＩＣＴ教育の先進国とされてきた北欧諸国、特にスウェーデンやフィンランド

では、近年、過度なデジタル教材依存が子どもの学力や読解力、集中力に悪影響

を及ぼしているとの研究結果や現場の声を受け、紙の教科書やノートを重視する

教育への見直しが進められています。 

例えばスウェーデンでは、デジタル端末中心の学習が「深い読解力の低下」や

「長文理解の困難さ」を招いているとの指摘を受け、政府レベルで紙の教科書を

再評価し、学校現場に紙教材を戻す方針が示されました。 

これらの国々は、決してＩＣＴ活用を否定しているのではなく、「ＩＣＴは万能

ではなく、学習内容や発達段階に応じて使い分けるべきである」という考え方に

立ち返っています。 

Ｂ デジタル教科書を「主」とすることへの懸念 

 デジタル教科書には、動画や拡大表示、検索機能など有用な側面がある一方

で、画面上での学習は記憶の定着や深い理解に不利になりやすいこと、長時間の

画面閲覧による視力低下や集中力の問題、書き込みや余白への思考の痕跡を残し

にくいこと、など、子どもの発達段階において無視できない課題が指摘されてい

ます。 

特に、基礎的な読み書きや思考力を育む段階にある小中学生においては、紙の教

科書が持つ一覧性、触覚的な理解、読み返しやすさといった特性が極めて重要で

あると考えます。 

以上のことから、私は、ＩＣＴ活用そのものには賛成であること、しかし、デ

ジタル教科書を「主」とする授業構成には慎重であるべきこと、紙の教科書を学

びの基盤として位置づけた上で、ＩＣＴやデジタル教材を補完的・発展的に活用

するというバランスの取れた方針を明確に示していただきたいことを強く要望し

ます。 

ＩＣＴは目的ではなく手段であり、子どもたち一人ひとりの学びの質を高める

ためにこそ、慎重かつ柔軟に活用されるべきです。北欧諸国の見直しの事例を他

山の石とし、長期的な視点で子どもたちの成長に資する教育環境の整備を進めて

いただくことを期待します。 

タブレット端末をノートに代わりとするなど、ノ

ートに書き写すといった時間が削減され、総じて

効率的な授業運営がなされるようになりました。 

また、質問や回答等を挙手して答えるのではな

く、児童生徒一人一人が画面上で対応し、教員も

全員の意見や回答等に対応することができる等、

双方向での授業展開が行えるようになりました。 

さらに、教科によっては、複雑な図形や動画等

を児童生徒に提供することも容易となり、いわゆ

る、「視聴覚教育」について、あらゆる場面で取

り入れることにより、児童生徒の授業に対する興

味や関心等が高まり、授業内容に深みや広がりが

増し、効率的かつ効果的な学習を行うことができ

ている状況です。 

タブレット端末の導入により、端末を大切に使

用することの大切さを育むことにも繋がっていま

す。また、児童生徒自身が、日ごろから正しい情

報であるかどうかを考え、自らも周囲の児童生徒

も困ることが無いよう、安全にＩＣＴ機器を使用

する力を養うことに役立っています。タブレット

端末をうまく使って調べものをしたり、理解した

り、授業以外に、クラブ活動や委員会等で活用す

る機会を得ることができる等、「デジタルシチズ

ンシップ教育」の醸成にも繋がり、タブレット端

末導入による一定の成果は出ているものと考えま

す。 

今後の課題としては、タブレット端末の活用時

間や活用頻度について、学校毎にばらつきがある

こと等が挙げられます。紙の教科書が持つ一覧性

や思考の蓄積のしやすさといった特性を踏まえた

上で、デジタル教材の特長を補完的・発展的に活

用することが重要であると考えています。特に、

小中学生の発達段階に応じた指導の在り方につい

ては、慎重な検討が必要であると認識していま

す。 

最後に、定期健康診断における視力検査結果
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（令和４～６年度）におきましては、視力１．０

以上の割合が上昇しており、視力０．３未満の割

合が下降している状況となっております。適切な

距離の確保や休憩の指導等、デジタルツールに対

する健康面を考慮した、家庭及び学校における教

育の成果が背景の一つであると推察しております

が、今後におきましても、適切なＩＣＴ教育の推

進に努めてまいります。 

 

３６ p.３２ 

第４章 

施策３ デジタ

ル社会をよりよ

く生きる力を育

む教育 

Ｐ３２、主要事業⑥ＩＣＴ利活用の推進について、長期欠席・不登校児の対応

や、別室登校・別室未設置校でのカウンセリングルーム登校時の対応、もくせい

教室でも、ＩＣＴ利活用をお願いしたいです。メタバース事業は、自分で説明を

読んだり解説動画を見て自走できる子どもや、合っている子には、良いと思いま

すが、小学校の低中学年の子に、保護者がつきっきりで、「よくわからないまま

進める」のは、難しい作りだった、と感じました。今後も、メタバース事業を進

めていくのであれば、もくせい教室の先生や、別室登校・カウンセリングルーム

登校時に直接顔を合わせたことのある先生・支援員の方、こどもオンブズの相談

員の方等と、メタバース空間上で繋がれる仕組みという事業の方向性も、検討し

ていただきたいです。 

 

もくせい教室の教員や学校で直接関わりのある

教職員・支援員等とのつながりを生かし、子ども

が安心して利用できるＩＣＴ利活用の在り方につ

いて検討してまいります。 

３７ p.３２ 

第４章 

施策３ デジタ

ル社会をよりよ

く生きる力を育

む教育 

主要事業⑥ＩＣＴ利活用の推進 

・校務用ネットワークと教務用ネットワークの統合について 

教員の働き方改革に一定の進捗があったとのことだが、公務用ＰＣがインター

ネットに接続できないことから、業務の効率が悪い、ストレスフルである、結果

として教材の改善などにモチベーションが働かず、児童生徒の学びにマイナスの

影響が生じかねない、との声がある。特に他市から移動してきた教員は、その差

を如実に感じているようだ。 

・多摩地域でも、本市のようなインターネット環境の不便さが残っているのは本

市だけ（あるいはほかにもう１市だけ）と聞いている。意欲と能力のある教員が

転出していく、あるいは小金井市で働きたがらなくなることを避けるために、早

急な改善が必要ではないか。東京都が計画している、令和１０年からの変更と同

時に、と考えているのかもしれないが、１～２年の差は大きいとの声もある。 

・答案の丸付けができるアプリについては、働き方改革に一定の効果があったと

の評価がある。しかし、アプリの導入により、時間は短縮されたが、丸付けした

テストをそのまま生徒にデータ配信できないため、紙にプリントアウトして配ら

なければならず、紙の使用量が倍になっており、印刷の手間も生じるため、良さ

現状の校務系ネットワークにおきましては、児

童生徒に関する機微情報を取り扱うため、校務用

ＰＣとサーバーを仮想の閉域網で結んでおり、他

のネットワークとは分離しております。今後、校

務系ネットワークからインターネットに接続でき

るよう、ＩＣＴ機器のリース期間満了を機に、ゼ

ロトラストセキュリティに基づいた各ネットワー

クの統合化を目指して参ります。 

採点アプリにつきましては、学校からの特に強

い要望があったことから、中学校５校に対し、ア

プリケーション及び答案用紙を読み込むための専

用スキャナを調達し、配備したところです。 

 ＩＣＴを活用できる環境整備は不可欠であり、

校務環境のデジタル化は喫緊の課題です。校務用

ネットワーク環境の在り方について課題整理を行

い、実効性のある改善を進めてまいります。 
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があまり実感できない状況だ、との声がある。消耗品費（紙の購入、トナーの使

用量）が足りているのか。 

・少しでも早く、教員の声にこたえて公務用のＰＣをネットワークにつないでい

ただきたい。 

 

３８ p.３３ 

第４章 

施策３ デジタ

ル社会をよりよ

く生きる力を育

む教育 

 教職員の職場環境についてですが、学務課の取り組み部分において、「■校務

用ネットワークと教育用ネットワークの統合」の部分は数年の中で改善されてい

る様子が全くない。デジタル化を進めていくのが目的となっているが、それ以前

に職務に支障が出る程である。取り組み内容に上記の内容を記載されているので

あれば、早急に取り組んでほしい。 

 校務用パソコンのネットワーク制限やデータ移

行に伴う煩雑な作業、校務用端末とクロームブッ

ク間の互換性につきましては、課題であると認識

しております。 

 現状の校務系ネットワークにおきましては、児

童生徒に関する機微情報を取り扱うため、校務用

ＰＣとサーバーを仮想の閉域網で結んでおり、他

のネットワークとは敢えて分離して運用している

状況です。 

今後、校務系ネットワークからインターネット

に接続できるよう、ＩＣＴ機器のリース期間満了

を機に、歳入の確保に努めつつ、ゼロトラストセ

キュリティに基づいた各ネットワークの統合化を

目指してまいります。 

 

３９ p.３５ 

第４章 

施策４ 人権教

育の推進 

Ｐ３５、主要事業⑧人権教育に係る教員研修の実施・充実について、「登校渋

り、不登校の対応方法」も、重大な人権課題の一つであると考えます。登校渋り

の対応で、保護者や学校にいる大人が、致命的な失敗したら、子どもは学校で傷

つき、不登校の長期化の要因となり、「子どもが学校で学ぶ権利、子どもが学校

教育を受ける権利」が、損なわれるからです。 

昨年度、市立小学校に在籍する我が子の、登校渋りが始まった時、学校の先生

からは、「強引にでも、連れてきてもらえれば、教室に入ってしまえば、大丈夫

です。こちらで何とかします。」という旨のことを言われて、泣く子を、無理矢

理連れて行きましたが、家で暴れる事がエスカレートし、結果的にどうにもなら

ず、不登校になりました。当時の先生方は、学校現場で、ベストを尽くしていた

だいたのかもしれませんが、「来てしまえば、大丈夫だと思う」というのは、過

大評価だったと思います。もくせい教室の保護者会で、教育長の講話を初めて拝

聴し、「教育長の理念を、学校現場の隅々まで、行き渡らせていただきたい」と

思いました。 

主要事業⑨⑪⑫⑭⑮とも関連しますが、「発達の特性や学習する上で苦手な事

などを、心理職や、校外の作業療法士・理学療法士・言語聴覚士等の専門職と連

校外の心理の専門職や医療・福祉分野の専門職

等と連携・協働するための知識・手順について、

人権教育に係る教員研修等を通じて共有してまい

ります。 
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携して、丁寧にアセスメントして、学校内でのサポートをする」事で、守られ

る、在籍児童・生徒の人権があります。校外の専門職との連携のしやすさに繋が

る研修も、充実させていただきたいです。 

 

４０ p.３６ 

第４章 

施策４ 人権教

育の推進 

主要事業⑨子どもとの対話や多様性を認めさせる取り組みが、社会教育でもか

なり弱く、子どもたちを取り巻く大人の間でもなかなか浸透していない面があ

る。社会教育にまかせきりにしないで、せめて子どもたちを取り巻く大人たちだ

けでも、研修や体験・子どもとの対話スキルの習得などの研修を義務化する事が

必要ではないだろうか。供給側の論理で子どもたちの主体性や人権観が昭和のま

まであるケースも少なくない。 

 

子どもの主体性や人権を尊重する視点を、学校

や地域、関係機関が共通して持つことが不可欠で

あると考えています。子どもに関わる大人を対象

とした研修や学びの機会の在り方についても検討

し、子どもの権利についての理解の向上に努めて

まいります。 

４１ p.３６ 

第４章 

施策４ 人権教

育の推進 

 「子どもの声に耳を傾ける文化を育てます」という記述について、中学校で頻

繁に利用する特別教室に冷暖房が完備されておらず、生徒から不満の声が挙がっ

ています。このことについては年度当初から管理職を通じて教育委員会に「生徒

の声」として伝えさせていただいていたはずですが、納得できる説明をいただけ

ぬまま、設置は不可とだけ伝えられたと認識しています。子どもの声に耳を傾

け、子どもの権利を尊重するならば、生徒の学習環境の整備は必須なのではない

でしょうか。 

 

特別教室におけるエアコン設置につきまして

は、近年の酷暑化に伴う、児童生徒の熱中症対策

を含む健康面、学習環境向上等の観点から、喫緊

の課題であると捉えております。予算状況を踏ま

えつつ、早急に対処してまいります。 

４２ p.３６ 

第４章 

施策４ 人権教

育の推進 

 Ｐ３６、主要事業⑨子どもの声を聴く・子どもの権利の尊重について、スクー

ルカウンセラーの在校日・在校時間帯を増やす事を、お願いしたいです。スクー

ルカウンセラーの質を保てるように、待遇向上と、新任者に対する校外の支援機

関の情報の把握や連携に関する研修を実施する等も、お願いしたいです。 

 小学校の低学年でも、スクールカウンセラーの全員面談に準じる何か「関わり

の機会」を設ける事や、メンタルヘルスに関する授業を実施するなど、相談しや

すい雰囲気づくりをお願いしたいです。カウンセリングルームを、「面談室」と

して、落ち着いて使用できるように、別室登校専用スペースとは、分けて設置し

てください。まだ別室登校専用室がない学校全校で、早急な対応をお願いしたい

です。 

 スクールカウンセラーやもくせい教室の教職員等が、一気に入れ替わることが

ないよう、ご配慮をお願いいたします。 

 

支援員等の在校体制や研修の充実をはじめ、相

談しやすい環境整備に努めてまいります。 

 また、登校渋りや不登校を含む多様な状況にあ

る子どもへの支援については、特定の対応に依存

することなく、専門職と連携しながら、子どもの

最善の利益を中心に据えた支援の在り方を検討し

てまいります。 

４３ p.３６ 

第４章 

施策４ 人権教

育の推進 

子どもの声を聴く取組はとても良いと思うし、オンブズパーソンができてか

ら、認知も上がってきたと感じる。聴いた声を背策に反映していくための取組

を、ここに入れなければならないと考えるがいかがか。 

制度開始以降、認知が高まりつつあるとの評価

は、市としても心強く受け止めています。今後

も、子どもが声を上げやすい周知や環境整備を進

めてまいります。 
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４４ p.３８ 

第４章 

施策５ 一人一

人の困り感への

支援の充実 

施策５の指標中「学校の教員が特別教育に理解している」と回答した「学校」

とあるが「教員の割合」ではないだろうか。もとの数値が１００％では努力の意

味がない。 

一部の教諭だけがわかっていることが本当に良いのか？インクルーシブの考え

方を学ぶ機会なのに避けているように見える。 

本指標は、学校単位での調査・把握を前提とし

ているため、指標は現状どおりといたしますが、

ご指摘のとおり、インクルーシブ教育システムの

理念が一部の教員にとどまらず、学校全体、さら

には教職員一人ひとりに浸透していくことが重要

であると認識しています。 

今後は、研修等を通じて理解の底上げを図ると

ともに、理解度の向上について、補足的に把握す

る手法についても検討してまいります。 

 

４５ p.３８ 

第４章 

施策５ 一人一

人の困り感への

支援の充実 

Ｐ３８、施策５、一人一人の困り感への支援の充実について、子どもの困り感

や学びの支障が、身体的な傷病、いじめ、事件事故、家庭内外での虐待・ＤＶ・

犯罪等に関連がある場合は、保護者や家族がどんな人で、どんな考えであろうと

も、その子は、脅威から守られて、適切なケアとサポートを受けて、学びが継続

できるように、しなくてはならないので、そういう意味でも、保護者についての

言及が無いのは、理解できます。しかし、不登校で、子どもが自宅にいて、家庭

内での安全が確保されている場合は、子どもと学校等の間に入って、連絡や相談

をしたりする役割は、主に保護者が担います。保護者が心理的に安定している

事、保護者が子どもに余計な圧やストレスをかけない事が、子どもの心身のエネ

ルギーの回復の具合にも影響します。 

また、五月雨登校で遅刻早退が多かったり、子どもだけで留守番するのが難し

い状態だったり、予定通りの行動が難しく「行けそうかも…やっぱり無理」を繰

り返していたりすると、保護者の負担は大きく、就労や他の家族のケア等にも、

影響が出てきます。不登校の子の対応は、母親が担うケースが多いです。ジェン

ダーギャップが、拡大される構図です。（父親や祖父母が子どもに厳しく圧をか

けるので、その圧から子を守り、父親や祖父母に考え方や接し方を変えてもらう

ように働きかけたりするケースもあり、かなり負担が大きくなります。） 

 保護者と学校、保護者と支援機関の間で、コミュニケーションが取れなけれ

ば、子ども本人が支援に繋がるチャンスを逃してしまいかねません。主要事業⑨

「子どもの声を聴く」についても、不登校や、子どもが人間関係を閉ざしている

場合は、保護者が代弁したり、本人の気持ちを推察したりしながら、動く必要が

出てくることが多いと感じています。一方で、学校関係者との接触、学校からの

介入を拒否している段階の子どもに対して、学校の先生方が、直接子ども本人に

対して出来る事は、限られています。 

主要事業⑮「保護者の相談」については、記載がありますが、もう一歩踏み込

保護者が適切な情報を得ながら孤立することが

ないよう、不登校への理解や接し方に関する情報

提供、関係機関との連携に努めてまいります。 



20 

んで、３８ページから４３ページの間のどこかで、「登校渋り・不登校の子ども

の一番近くにいて、直接対応する大人」としての保護者への支援（不登校対応の

考え方や子どもへの接し方等についての情報提供・情報共有、学校へ行きづらい

子の親の会等のピアサポート、訪問系支援の必要性、セルフケアの確保等）につ

いても、言及していただけませんでしょうか。 

 

４６ p.３９ 

第４章 

施策５ 一人一

人の困り感への

支援の充実 

主要事業⑪教育委員会と関係者（地域の居場所づくり・フリースクールなど）

と連携して、情報や学校で把握していない子どもの一面を捉えたり知る必要はな

いのだろうか。もっと広く共有し、多彩な観点を取り入れて子どもに向き合う姿

勢が見られない。 

地域や関係機関が持つ知見や視点を共有するこ

とが、適切な支援につながると考えています。関

係者との連携や情報共有の在り方について検討

し、多様な観点を取り入れながら、子ども一人ひ

とりに寄り添った支援の充実に努めてまいりま

す。 

 

４７ p.３９ 

第４章 

施策５ 一人一

人の困り感への

支援の充実 

主要事業⑪ 個に寄り添う不登校支援の推進について、学校外のフリースクー

ルや居場所、不登校者対象の訪問型支援サービス等との連携、事業支援（助成）

といった民間を含めた「学びの多様化」に関する事業の記載がないのは何故か。 

主な取組で書かれている従来型の事業では、対策としては全く不十分であり、

当事者の要望に応えていない。現状、新規参入された市内の事業者に通われる児

童・生徒も増えており、財政支援が待ったなしの状況である。 

更に通い先を求める当事者は増加の一途であり、早急な対応を求める。 

民間事業者への財政支援や事業連携について

は、整理すべき課題も多く、現時点では具体的な

支援内容として計画に明記するには至っていませ

ん。学校内外を問わず、子ども一人ひとりの状況

に応じた学びや居場所を社会全体で支えていくと

いう視点に立ち、関係部署や関係機関、民間事業

者等との情報共有や意見交換を進めながら、「学

びの多様化」に対応した支援の在り方について検

討を進めてまいります。 

 

４８ p.３９ 

第４章 

施策５ 一人一

人の困り感への

支援の充実 

主要事業⑪個に寄り添う不登校支援の推進について、別室教室の設置や不登校

対応巡回教員による支援の充実で不登校支援が進んでいると感じます。しかし、

別室教室に毎日いる人は「教員」ではなく、「支援員」という立場のため、任せ

られる業務の幅が狭いことが現状です。不登校対応巡回教員を巡回ではなく、毎

日別室教室にいる常駐型にしていただきたいです。別室教室の担任というポジシ

ョンをつくることで、個に寄り添う不登校支援が実現できると考えます。 

不登校対応巡回教員につきましては、巡回によ

る指導・支援が業務となりますので、引き続き巡

回による対応の充実に努めてまいります。 

 今後、全校に校内教育支援センターを設置する

とともに、学校内での居場所づくりや支援体制に

ついて、現場の状況や人員配置の課題を踏まえつ

つ、対応してまいります。 
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４９ p.３９ 

第４章 

施策５ 一人一

人の困り感への

支援の充実 

主要事業⑪個に寄り添う不登校支援の推進について、「できるだけ欠席させな

い・欠席のハードルを下げない方向性の学校運営」は、休みたいと言う事・休ま

せる判断に際して、勇気や緊張、後ろめたさ・罪悪感等を伴います。「できるだ

け欠席者を出さない」ではなく、「疲れた時や調子の悪い時、何か傷つく出来事

があった時には、無理をしすぎる前に、休養を取りやすく、安心して戻りやすい

学校運営」を、お願いしたいです。調子が悪くなる事・心身の病気になる時は、

誰しもあり得ます。休む事・休養に専念する事・復帰する事について、子ども・

教職員・保護者の三者の心理的安全性の確保を、お願いします。 

 

不登校支援におきましては、心身の不調に対し

て無理を重ねる前に休養を選択でき、多様な学び

の場を充実させるとともに安心して学校に戻るこ

とができる環境づくりが重要であると認識してい

ます。 

今後とも、子ども、保護者、教職員が安心して

学びに取り組める環境や体制づくりを進めてまい

ります。 

５０ p.３９ 

第４章 

施策５ 一人一

人の困り感への

支援の充実 

主要事業⑪個に寄り添う不登校支援の推進について、主な取組に、「個人指導

ファイルの活用推進」とありますが、記録項目・記録内容の妥当性や、活用状況

の評価は、どのようになされているのでしょうか。通常は、保護者への開示・情

報提供やフィードバックは無い書類である、と認識しています。 

「校内教育支援センター」については、早急に、全校での設置・実態の充実を

願います。各校の管理職に一任では、なかなか進まない学校もあり、学校間格差

が気になります。 

「中学校における不登校対応巡回教員による支援の充実」は、各校の取組や工

夫を他校で共有したりするにも、良いのでは、と思います。小学校担当の、不登

校対応巡回教員も、配置していただきたいです。主要事業⑳にも関連しますが、

不登校対応についても、小中連携、小学校同士・中学同士の横の連携の推進を、

お願いいたします。 

「個人指導ファイル」については、円滑な子ど

もの理解と支援に結び付くよう、記載内容や項目

を適宜改善していくとともに、小中連携を推進

し、確実な情報連携につなげてまいります。 

また、「校内教育支援センター」は、今後、全

校に設置するとともに、学校内での居場所づくり

や支援体制について、現場の状況や人員配置の課

題を踏まえつつ、対応してまいります。 

さらに、不登校対応巡回教員につきましては、

東京都の施策であり、現時点では中学校のみの取

組となっております。引き続き小中連携を含め、

組織的に不登校支援体制の充実を図ってまいりま

す。 

 

５１ p.４０ 

第４章 

施策５ 一人一

人の困り感への

支援の充実 

 主要事業⑫様々な困り感を抱えた子どもへの支援の充実について、読み書き困

難等が、学校への行きづらさの原因になる事はあり得ますが、不登校期間が長く

なると、本人が、学校の集団での学習の中で、何で困っていたのか？を、把握す

る事が難しくなると思います。個人の体験談になりますが、例えば、「宿題を終

わらせられない」「特定の課題が苦手で、全くできない」等の困難が見られる場

合、登校渋りが始まったら、即時、苦手の把握と要因や背景の解明、合理的配慮

等について、何らかの対応をしていただきたかったです。登校渋り・登校拒否に

対して、「登校してしまえば大丈夫だと思うので、連れて来てください」ではな

く、ある程度の対応プロトコルのパターンがあり、担任と、心理職・作業療法

士・言語聴覚士・理学療法士・視能訓練士等の専門職のチームの連携で、対応し

ていただければ、理想に近いと思います。 

 我が家の子の場合は、このアセスメントと対応が、登校渋りの初動で、全く出

来ず、本人は学校への拒否感を強め、不登校となり、長期化しつつあります。本

 学校が関係機関と連携しながら、支援の初動対

応の質の向上をはじめとした体制の充実を図り、

子ども一人ひとりの状況に応じた継続的な支援を

保護者とともに進めてまいります。 
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人は、勉強する事じたいへの拒否感も強くなり、今後の進学が不安ですが、も

し、この状況を、保護者と本人の自己責任と言われるとなると、かなり辛いで

す。 

 

５２ p.４２ 

第４章 

施策５ 一人一

人の困り感への

支援の充実 

通級・支援級・もくせい教室の併用について、子ども本人の希望・要望を最優

先に、柔軟なご対応をお願いしたいです。 

通級を、不登校からの回復を目的として利用する場合は、登校再開が見込める

場合に限る、等の条件が出ていたと思いますが、やってみないとわからない子

も、いると思います。 

学校側の事情や制度上の制限もあるとは思いますが、「その子が、安心して、

希望の進路に向かって、元気に過ごせるように」「その子が、学びたい場所で学

ぶ権利を守れるように」ということを、大切にして、ご対応いただきたいです。

よろしくお願いいたします。 

制度上の枠組みを踏まえつつも、子ども一人ひ

とりが安心して過ごし、将来の希望や進路に向か

って学びを継続できることを最優先に、支援の組

み合わせや活用方法について検討してまいりま

す。 

５３ p.４３ 

第４章 

施策５ 一人一

人の困り感への

支援の充実 

 

 主要事業⑮について、Ｐ３９の主要事業⑪とおなじ、様々な子どもを取り囲む

ステークホルダと協力し合うべき（もちろん個人情報の秘密厳守できるのが条件

だが）。 

関係機関との協力体制や情報共有と連携の在り

方について検討し、支援の充実に努めてまいりま

す。 

５４ p.３８ 

第４章 

施策５ 一人一

人の困り感への

支援の充実 

組織的な教育相談体制の充実について、小金井市教育支援センター構想を推進

していただくにあたり、医療と学校の連携を今以上にスムーズに密接にとれるよ

うにしていただきたいと考えています。中学生は起立性調節障害などの心身症を

発症する生徒が多く、かかりつけの小児科に行って服薬等の指示をいただいてい

るなどしていますが、なかなか快方に向かない現状が多くあります。そのまま不

登校につながるケースも多くあります。そういった中で、医療と学校が個人情報

に留意しながら、情報交換を今以上にしやすくすることで、より子供の支援が進

むと考えます。 

 

教育支援センターを起点に、学校、家庭、医療

機関が連携しやすい体制づくりを検討するととも

に、関係機関との情報共有の在り方や連携方法に

ついても整理してまいります。 

５５ p.４３ 

第４章 

施策５ 一人一

人の困り感への

支援の充実 

主要事業⑮スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの待遇の向上

と、増員と、在校日の増加を、よろしくお願いいたします。（小金井市のスクー

ルカウンセラーの待遇は、周辺自治体と比べて遅れをとっている、と、とあるカ

ウンセラーの方から伺いました。） 

もくせい教室の先生方、別室の指導員・支援員の方々の待遇の向上について

も、お願いしたいです。もくせい教室の先生方には、日頃大変お世話になってお

ります。「小金井市教育支援センター構想の推進」と並行して、現在の市教育相

談所の、心理専門職（資格職）の体制の充実を、お願いいたします。（子どもの

子どもと家庭が必要な支援に途切れることなく

つながる相談・支援体制の構築を目指し、専門職

の確保と育成に向けた体制づくりと支援の充実に

努めてまいります。 
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登校拒否について、教育相談所に相談しようと連絡したら、心理相談の初回予約

が数ヶ月待ちになりました。） 

 

５６ p.４３ 

第４章 

施策５ 一人一

人の困り感への

支援の充実 

学校の対応等について保護者が疑問や不安感を抱いた場合、学校と直接やりと

りしても話が進まない場合、中立的・仲裁的な校外の相談先・相談体制も、整備

していただきたいです。 

こどもオンブズパーソンは、あくまで子ども本人の相談先であり、子ども本人

に、相談したいという意思がなければ、それ以上は踏み込むことはできないもの

と理解しています。 

小金井市教育支援センターの相談機能の充実を期待しています。 

 

「小金井市教育支援センター」構想における相

談機能の充実を通じて、保護者が安心して相談で

き、必要に応じて学校との橋渡しや助言が行える

体制の整備に努めてまいります。 

５７ p.４４ 

第４章 

施策６ 地域と

ともにある学校

づくりの推進 

 

 この項目に該当するか分かりませんが、地域の様々な職業の方を招いてのゲス

トティーチャー授業があると、地域との繋がり、社会（仕事感）などの醸成に役

立つのではないでしょうか。なお実施に際しての企画で、現場教諭の負担になら

ないような仕組みもあると良いと思います。 

 

 ２９ページの「主要事業④ 体験活動・読書活

動・表現活動の充実」の中に、中学生の職場体験

などの取組が含まれております。 

 

５８ p.４４ 

第４章 

施策６ 地域と

ともにある学校

づくりの推進 

 

部活動改革について、現状は部活動指導員（土日に教員に代わって引率ができ

る外部指導者）が各中学校に３名しか配置されておらず、（大会などの関係で）

土日の活動が必要とされているような部活動数に対して圧倒的に少ない。「部活

動指導員の配置」と明記する以上、部活動指導員の増員は確実に実施していただ

きたい。 

 

各校・各部活動の実態を踏まえながら、部活動

指導員の増員や配置の在り方について検討を進

め、教員の休日負担の軽減と、安定した部活動運

営を目指してまいります。 

５９ p.４５ 

第４章 

施策６ 地域と

ともにある学校

づくりの推進 

 

放課後クラブの時間を１７：００までにして貰えたら、学童に預ける必要がな

くなる家庭が増え、限られたスペースの中で定員の２倍近くの児童保育している

現状が改善される。学童は児童が多く、スタッフの目が行き届いていないと感じ

る。見ていないところで、叩いたり暴言のトラブルが起きている。長期休みは子

供の居場所として児童館があるが開く時間が遅いため、朝８：００からにして欲

しい。共働き家庭の子供の居場所や、拠り所になる場所が少ないと感じている。 

 

 放課後や長期休暇中の居場所づくりについて、

限られた施設・人材を有効に活用しながら、より

多くの子どもが安心して過ごせる環境の整備に努

めてまいります。 

 

６０ p.４５ 

第４章 

施策６ 地域と

ともにある学校

づくりの推進 

 

主要事業⑯コミュニティースクールがすべて配置され、既存の活動を入れ込ん

だ地域学校協働活動が始まっているが極めて限定的。学校のカリキュラムに地域

がどう協力して、どう関わればいいかを教諭側も地域も、先生方の授業計画の属

人的な発想に頼り過ぎており、これでは地域学校協働活動の推進や先生方の授業

の進化・負担軽減にはつながらない。学校運営協議会などで委員と学校が年間の

学校教育計画に向き合い、どのような場面で地域が関われるかを互いに出し合う

他自治体の事例等も参考にしながら、関係部署

とも連携し、学校と地域との協働を実効性のある

ものとする仕組みづくりを進めてまいります。 
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ような協働・熟議が必要である。既に実施している学校もあり、もっと教育計画

（年間）の作成段階から地域を巻き込むチャレンジをして欲しい。フェスティバ

ルなどイベントも、その関係性づくりの入口として良いかもしれないが、生涯学

習課とも連携して更に進める取り組みを期待する。 

  

６１ p.４６ 

第４章 

施策６ 地域と

ともにある学校

づくりの推進 

 

部活動指導員の配置ですが、予算をつけて各校に５名程度入れ、教員の働き方

改革を進めて欲しい。 

 

 国や東京都の制度動向も踏まえつつ、各学校の

部活動の実態やニーズを把握しながら、必要な予

算措置や配置人数のあり方について検討を進めて

まいります。 

 

６２ p.４６ 

第４章 

施策６ 地域と

ともにある学校

づくりの推進 

 

「部活動の地域展開」について、「部活動指導員や部活動外部指導員の配置を

進め」という記述がありますが、具体的に部活動指導員の人材をどのように確保

するかの目処は立っているのでしょうか。 

渋谷区や港区は「リーフラス」という企業と連携し、部活動指導員の派遣を行

っています。それでも人材が不足しているという話も聞いています。そのような

現状を考えると、実際に「地域展開の推進」を謳ったところで、人材の確保が進

まず、働き方改革推進に繋がらずとなってしまうのでないかと危惧しています。

それならば、週休日に部活動を行った部活の顧問には時給２，０００円程度の報

酬を支払うという方策も、同時に考えるべきなのではないかと考えます。 

 

 民間事業者との連携や地域人材の掘り起こしに

加え、学校や競技団体等との協働の可能性につい

て検討するとともに、週休日の部活動指導を担う

教員の負担が過度にならないよう、方策を検討し

てまいります。 

 

６３ p.４６ 

第４章 

施策６ 地域と

ともにある学校

づくりの推進 

 

部活動の地域展開の推進について、地域展開を促進するとともに、拠点校方式

にしていただきたいと考えます。 

拠点校方式は、専門性の高い指導者の確保や安

定した活動環境の整備につながる可能性がある一

方で、移動手段や参加機会の公平性、保護者負担

などへの配慮も必要となります。地域の実情をふ

まえながら、導入の可能性について検討してまい

ります。 

 

６４ p.４７ 

第４章 

施策６ 地域と

ともにある学校

づくりの推進 

 

中学校３５人学級移行に伴う教室の整備ですが、現在第二音楽室や第二技術室

のような第二とつく特別教室に冷房がなく、夏場は使用できない状況なので、早

く使えるようにして欲しい。 

特別教室におけるエアコン設置につきまして

は、近年の酷暑化に伴う、児童生徒の熱中症対策

を含む健康面、学習環境向上等の観点から、喫緊

の課題であると捉えております。予算状況を踏ま

えつつ、早急に対処してまいります。 

６５ p.４７ 

第４章 

学校施設の充実について、「毎日を安全で快適に過ごせる学校施設の充実を図

る」とあるが、学校施設について、早急に改善が必要である。 

施設の老朽化状況や使用実態を踏まえ、優先度

の高い課題から順次改善を進め、児童・生徒が安
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施策６ 地域と

ともにある学校

づくりの推進 

 

・定期的に水道から濁った水が出たり、ほとんどのトイレは臭いがひどく状態が

よくない。 

・第二と名のつく教室にエアコンが整備されておらず、理科の実験などは、夏場

に大汗をかきながら生徒が苦しんで実験をしていたりする。 

・教室に電子黒板が配置されていないため、前に大きく提示するなどができな

い。 

 

心して学習に取り組める学校施設の充実を図って

まいります。個別の内容については、以下のとお

り対応してまいります。 

トイレについては、洋便器化に加えて、今後は

乾式化など環境改善に取り組みます。 

また、特別教室におけるエアコンの設置につい

ては、近年の酷暑化に伴う、児童生徒の熱中症対

策を含む健康面、学習環境向上等の観点から、喫

緊の課題であると捉えております。予算状況を踏

まえつつ、早急に対処してまいります。 

さらに、電子黒板の導入については、一部の学

校においてすでに導入をしており、一定の効果が

あるものと認識しているところですが、更なる導

入につきましては、今後の課題として検討してま

いります。 

 

６６ p.４７ 

第４章 

施策６ 地域と

ともにある学校

づくりの推進 

 

 Ｐ４７、主要事業⑲学校施設の充実の「別室登校専用スペース」の設置につい

て。既存の校舎の構造や学級数・別室登校希望人数の寡多により、制限や優先順

位があることは、承知しております。しかし、「府中市のサポートルームの、全

校一斉の設置」ように、全校一斉での設置・導入を、目指していただきたいで

す。強く要望いたします。プレハブ等の設置や倉庫の増設によるスペース確保

等、できないでしょうか？校舎の建て替えや、年少人口減を待っている間に、

「教室へ入りづらい子どもたち」の時間は、刻々と過ぎていきます。「すべての

子どもたちのために」早急に、ご対応ください。よろしくお願いいたします。 

 小金井市の場合は、別室の有無だけでなく、別室特別指導員・支援員の有無で

も、学校間格差が発生しています。かといって、不登校が理由の転校等について

の、情報提供やサポートの存在を、感じたことはありません。もし、学校間格差

があるのは仕方ない、全校一斉に進めるのは不可能ということであれば、主要事

業⑱とも関連するかもしれませんが、「不登校支援特例校」「少人数・学びの多

様化特例校」などが、市内全域をカバーできるように、配置する等の方策も、考

えていただきたいです。 

 

 全校一斉での設置・導入については、用地や財

政面、施設基準等の制約から直ちに実現すること

は容易ではありませんが、多様な学びの場の提供

や相談支援の充実も含め、市内全域で子どもたち

の学びを支えられる環境づくりについて、総合的

に検討を進めてまいります。 

また、今後、全校に校内教育支援センターを設

置するとともに、学校内での居場所づくりや支援

体制について、現場の状況や人員配置の課題を踏

まえつつ、対応してまいります。 

さらに、令和８年度から東中学校に東京都教育

委員会事業「不登校対応校内分教室」であるチャ

レンジクラスの設置を予定しております。 

６７ p.４７ 

第４章 

施策６ 地域と

ともにある学校

 主要事業⑲「学校施設の充実」について、学校施設の充実においては、学校教

育に加え、放課後に多くの児童が生活する学童保育の利用実態を踏まえた設計が

不可欠と考えます。通級指導、学童保育、地域交流など、多目的に活用可能な空

間を計画段階から位置づけることで、限られた施設資源を最大限活用するととも

現在策定中の「小金井市学校施設庁寿命化計画 

改定版（案）」では、学校施設の目指すべき姿の

ひとつに「地域とともにある施設」を掲げ、「児

童の放課後の居場所としての施設の整備」、「地
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づくりの推進 

支援の充実 

に、将来的な需要変動にも柔軟に対応できるのではないでしょうか。 

 また、本計画期間以降の児童数減少も見据え、将来的な用途転換を前提とした

可変性のある設計方針を明示することを求めます。 

域との連携・協働の場としての施設の整備」、

「学校と他の公共施設との複合化・共用化の促

進」を背整備方針としております。 

引き続き、限られた施設資源を有効に活用でき

るよう、計画段階から多目的に活用可能な空間の

在り方を検討してまいります。 

 

６８ p.４８ 

第４章 

施策６ 地域と

ともにある学校

づくりの推進 

支援の充実 

 

主要事業⑳「幼保小中等の連携の推進」について、本施策が学校教育分野に限

定されていることは理解しますが、現在では小学生の約半数が学童保育を利用し

ている実態を踏まえると、放課後の生活の場を含めた連携の視点が欠けている点

は課題と考えます。学童保育が幼保小中等の連携の中に含まれているという整理

であれば、その連携の具体像が読み取れる記載が必要ではないでしょうか。 

 行政の担当課ごとの整理にとどまらず、子どもの一日の生活全体を見通した政

策設計が進むことを期待します。 

 

本計画の中での記載には至りませんが、所管の

枠組みにとらわれることなく、幼保・学校・放課

後の居場所がそれぞれの役割を果たすとともに、

必要な情報の連携やつながりが図られるよう、連

携の在り方や具体的な取組の整理・充実について

検討を進めてまいります。 

 

６９ p.４９ 

第４章 

施策７ 地域と

協働した安全教

育の推進 

市内で行っている「こがねい防災フェスタ」の取組を間近で見て、地域と協働

した安全教育の推進がしっかり取り組まれていると思いました。地域の避難所設

営訓練も、地域の方のご協力のお陰で丁寧に行われており、充実していると感じ

ております。 

一方で、学校の不審者事案への安全対策に懸念があります。教育プランには

「学校における防犯訓練や通学路の安全点検」「自分の命は自分で守る」とあり

ますが、池田小事件や近年の不審者侵入事件を例に挙げても、防犯訓練や安全点

検、児童生徒や教員の「自己責任」では防ぐことができません。不審者の侵入を

未然に防ぐための校門の自動施錠など、設備の強化をお願いしたいです。池田小

事件より、２５年も経過しております。安全対策のための学校設備は２５年前と

ほとんど変わっておりません。他地区の学校では、校門の自動施錠や警備員の配

置がされております。現場の教員も生徒たちも保護者の方も、事件が起こるたび

に不安な気持ちになりますが、自分たちでできることは限られています。どうか

早急な対応をお願いしたいです。 

 

学校の安全対策につきましては、昨年、多摩地

域の小学校において、保護者の知人による、教員

への暴行事件が発生したこと等を受け、各校にお

ける防犯器具の点検をはじめ、防犯器具及び機器

（インターホン等）の充実・整備等、危機管理マ

ニュアルの再確認等、対策を講じてきたところで

す。 

ご要望のありました事項につきましては受け止

めさせていただき、今後の課題とさせていただき

ます。 

７０ p.４９ 

第４章 

施策７ 地域と

協働した安全教

育の推進 

防犯カメラの維持、管理とありますが、今の防犯カメラでは台数も映像解像度

も足りていないので、増やして欲しい。 

 通学路上の防犯カメラにつきましては、都補助

を活用した台数の拡充に加え、更新も実施してお

りますが、校内における防犯カメラにつきまして

は、保守委託を行い、機器の維持及び安全・安心

な環境に維持に努めているところです。 

 ご指摘いただきました事項については、今後の
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課題とさせていただきます。 

 

７１ p.５２ 

第４章 

施策８ 健康・

食育の推進 

 Ｐ５２、主要事業㉓体育・保健・健康教育の充実について、もくせい教室で、

柔道場での運動などの時間を作っていただき、ありがとうございます。学校での

健康診断について、長期欠席や不登校の場合は、校医の所属医療機関で受診する

ことになりますが、複数の医療機関を何日もかけて受診するのは、ひきこもりが

ちで体力が落ちているような子や、仕事をあまり休めないような保護者にとって

は、現実的な選択肢ではありません。欠席者のための集合健診日を設けている自

治体もあると聞きます。 

また、同じ学校の人に会いたくないという子どものために、自費でもいいの

で、小児科のある総合病院で「不登校の児童生徒のための、総合健診（小児版人

間ドック）」があるといいのに、と考えたりもします。ご検討よろしくお願いい

たします。 

 

不登校や長期欠席の児童生徒の実情に即した健

康診断の実施方法について、負担軽減と受診機会

確保の観点から検討してまいります。 

７２ p.５３ 

第４章 

施策８ 健康・

食育の推進 

 主要事業㉔の食育に関して、子どもたちが受け身である施策ばかりが目立ち、

主体性をどう引き出すのか、ビジョンの新しさが全く見えない。弁当の日など、

子どもたちが自分で、自炊し、食材や調理、さらには食を通じた自身の健康に関

心を持つ取り組みをする必要がある。 

 子どもたちがわくわくする自炊（最所はいやいやらしいですが）［ｈｔｔｐ

ｓ：／／ｂｅｎｔｏｕｎｏｈｉ．ｃｏ．ｊｐ］こうした取り組みをなぜ始めよう

としないのか。教えるだけに終始しない食育にも新しい風を！ 

 

「学校給食の充実」につきましては、児童生徒

が主体的に食育にかかわることのできる仕組みづ

くりを実施しており、一例として、地場野菜農家

の方から仕入れたトウモロコシについて、家庭科

の授業において、皮むき体験を行い、その日の給

食で提供しております。 

また、最近では、小中学校１４校の栄養士及び

栄養教諭により、江戸東京野菜、地場野菜及び八

丈島産ムロアジ等を使用した独自献立である「え

どこがねじる」を考案し、自校式給食の長所を活

かし、各校においてバラエティーに富んだ「えど

こがねじる」を給食として提供することで、和食

文化の伝承、シビックプライドの醸成等に繋げて

いるところです。 

加えて栄養士が「えどこがねじる」のオリジナ

ルキャラクターやストーリーを考案し、それを絵

本にして、学校図書館、市立図書館、児童館等に

配備することで、食育に役立ててもらう取り組み

を行っております。 

その他、教科書で登場したキャラクターの中で

児童生徒に人気のあったもの、名勝小金井桜、ク

リスマス等の季節を感じさせるものをモチーフと
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して、児童生徒からの意見に耳を傾け給食献立に

活かす等、給食を通じた食育の推進を実施してい

る状況です。 

ご提案いただいた事項につきましては、ご意見

として受け止めさせていただきます。 

 

７３ p.５４ 

第４章 

施策９ 教員の

キャリア形成と

働き方改革の推

進 

 

施策⑨について、回答した「学校」の割合では、例えば対応したのは一部の教

員に留まっても表面化しない。さらにもとの数値が１００％では努力の意味がな

い。「回答した教員の割合」にするべき、でないと努力も工夫もしないのではな

いか？？？ 

 

本指標は学校単位での調査・把握を前提として

いるため、指標は現状どおりといたしますが、今

後は、研修等の質の向上を通じて教員全体の底上

げを図るとともに、研修等実践の効果について、

補足的に把握する手法についても検討してまいり

ます。 

 

７４ p.５４ 

第４章 

施策９ 教員の

キャリア形成と

働き方改革の推

進 

 

「施策９ 教員のキャリア形成と働き方改革の推進 」とありますが、小金井

市の小中学校に在勤する上で理解に苦しむ研究制度があります。それは小金井市

の小学校・中学校の教員間で行われている研究、いわゆる市教研です。市内の同

じ教科の教員が集まり、研究授業を行ったり、講師を招いて授業の研究を行って

いるため、教師の専門性を高める上で有意義なものであるとは存じますが、なぜ

この研究会の予算に在勤の職員の私費が必要なのでしょうか。毎年この研究のた

めに教員の私費が強制的に徴収され、研究会ごとに分配され、その予算を執行す

ることを要求されます。昨年度私は研究会の部長を務めましたが、授業の情報交

換をするだけであれば予算は不要、講師を招くだけなら分配された予算の半分し

か必要ありません。しかし、その予算を執行することを求められたため、仕方な

く教材や書籍を注文することになりました。必要のない予算の執行を求められる

ことは、「主要事業？ 生きがい、やりがいのある働き方改革の推進」にも反し

ていると思います。また、決算の収支報告を見ても、教員の私費として約５０万

円徴収し、来年度の研究費として約３０万円繰り越している現状も適切な状態と

は考えられません。教員の専門性を高めたり、情報交換の場として市教研は非常

に有意義ではあると思いますが、その運営の在り方には疑問を感じます。 

 

 市教研の目的や活動内容、財源の在り方につい

て検討を行い、私費負担の必要性や予算執行の妥

当性について、検討を進めてまいります。 

 

７５ p.５５ 

第４章 

施策９ 教員の

キャリア形成と

働き方改革の推

進 

主要授業㉕「主体的で対話的な深い学び」を教員自身が実践する必要があり、

そのベースとなるのが、心理的安全の確保と対話が成り立つ職員室である。頭の

固いベテランが若手の発想をつぶさないよう、また研究が「無難」におさまわら

ない様に、指導課がときおり見ながら、現場をエンパワーメントする「コーチン

グ」も必要となる。そうした、小金井市の教育委員会と学校現場の組織開発の目

線での改善をもっと検討してはどうだろうか。 

研修や指導室による学校訪問等を通じた指導・

助言にとどまらず、学校組織全体の改善や教職員

の学びを支える関わり方について、検討してまい

ります。 
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 従来の要素を並べてしまっていることで、変革させようという意志の表明がわ

かりにくいのが残念。 

 

７６ p.５６ 

第４章 

施策９ 教員の

キャリア形成と

働き方改革の推

進 

 

教員のキャリア形成と働き方改革の推進について、ＩＣＴの活用が不十分だと

思います。 

授業で課題をクロムに提出する際、教員のクロムでは課題が見れな状況があ

り、結局教員のクロムを使い再度実施した。他にも、生徒のクロムが充電不足、

タッチパネルが使えないなど、使用不可の物が多くクロムを使ってやりたい授業

ができない状況がある。 

 

ご指摘のとおり、端末やシステムの不具合等に

より、授業や校務でのＩＣＴ活用に問題が生じる

ことは、教員の負担増につながりかねないものと

認識しています。端末の管理・運用上の改善やＩ

ＣＴ支援体制の充実を図るとともに、教員が授業

や校務の効率化にＩＣＴを有効に活用できる環境

整備に努めてまいります。 

 

７７ p.５６ 

第４章 

施策９ 教員の

キャリア形成と

働き方改革の推

進 

 

主要授業㉖学校事務や学校業務の業務分析や手順書の作成・業務フローの改善

など、外部の業者を入れて分析して見てはどうか？自分たちが自分の分析をやる

とどうしても、思い切った改善が出来ず苦しい状況が続きがちになる。一般企業

と比較して、ＤＸや業務改善・外部リソースを使った効率化などの発想が遅れて

いる教育現場を１度見直すために試しに分析して見てはどうだろうか。例えば、

外線電話の自動化・代行サービスもある。聞き取って仕様書つくりませんか？お

手伝いします。 

 

教職員の負担軽減と学校運営の質の向上を両立

させる観点から、外部の知見や新たな手法の活用

も含め、業務改善の在り方について検討を進めて

まいります。 

 

７８ p.５６ 

第４章 

施策９ 教員の

キャリア形成と

働き方改革の推

進 

 

主要事業㉖生きがい、やりがいのある働き方改革の推進とありますが、これに

ついてはぜひ推進をしていただきたいと思います。 

私はこれまで他の市や区を経て小金井市に参りましたが、小金井市の働き方改

革にはまだまだ課題を感じます。その大きな理由としてデジタル化の遅さです。

生徒にはＩＣＴを活用するよう指導していますが、校務においてはＩＣＴの活用

が許されていません。その代表例として、まず出退勤の管理。毎朝紙の出勤簿に

押印しています。それなのになぜかタイムカードも切る必要があります。両方行

う必要性を感じません。次に、生徒の出席の管理は紙の出席簿を用いて、手書き

の帳簿で出席日数を管理しています。とても令和の集計作業とは思えません。ま

た週ごとの授業計画などを記載する週案も紙での提出が必要となっています。出

席簿と同じく授業数などを手書きの帳簿で管理しています。他の自治体ではデジ

タル化されている校務の多くが紙の帳簿で行うことが義務付けられており、教職

員の労働時間を増やす大きな原因であると考えています。また、「主な取り組

み」にある「校務システムの充実」という項目に大きな期待を抱いております。 

 またＰ３２の主要事業⑥ＩＣＴ利活用の推進の主な取り組みにある「校務用ネ

ットワークと教育用ネットワークの統合」にも期待しております。現在職員の机

上からアクセスする校務用ＰＣでは、生徒に配布している一人一台端末のネット

日常的な教材作成や授業準備と、個人情報を扱

う校務処理とを両立できる安全かつ効率的なＩＣ

Ｔ環境の整備を重要な課題と認識しつつ、校務の

デジタル化による働き方改革と教育の質の向上を

目指してまいります。 

また、校務用パソコンのネットワーク制限やデ

ータ移行に伴う煩雑な作業、校務用端末とクロー

ムブック間の互換性につきましては、課題として

おります。 

現状の校務系ネットワークにおきましては、児

童生徒に関する機微情報を取り扱うため、校務用

ＰＣとサーバーを仮想の閉域網で結んでおり、他

のネットワークとは敢えて分離して運用している

状況です。 

今後、校務系ネットワークからインターネット

に接続できるよう、ＩＣＴ機器のリース期間満了

を機に、歳入の確保に努めつつ、ゼロトラストセ
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ワークと完全に乖離しており、デスクで作った教材を生徒に直接配布することな

どができません。管理職の許可のもと双方のネットワークのデータを行き来させ

ることが必要であり、これによる時間のロスが年間何時間なのか計り知れませ

ん。他の自治体で取り入れられているような職員のデスクがネットワークにアク

セスでき、成績処理などの個人情報に関わる業務を行う際には仮想デスクトップ

にアクセスする形式が取り入れられることが理想だと思います。生徒にＩＣＴの

活用を指導するのであれば、まず教員が日ごろの業務をデジタル化し、教員自身

が文房具のようにデジタルを扱う環境が必要だと思います。働き方改革のためだ

けでなく、「デジタル社会をよりよく生きる力を育む教育」のため、小金井市の

学校のデジタル化が推進されることを期待しております。 

 

キュリティに基づいた各ネットワークの統合化を

目指してまいります。 

７９ p.５６ 

第４章 

施策９ 教員の

キャリア形成と

働き方改革の推

進 

 

働き方改革について、「施策９」に「働き方改革の推進」とあるが、教員の業

務の精選について、実態把握をして進めていく必要があると思う。現状として

は、例えば、会計業務（口座開設の説明、口座開設の確認管理、私費教材の計

算、業者への払込、督促、出納帳作成管理、年度末残高個別返金作業）を教員が

担っていたり、備品の金額が一万円以上という他の市区町村と比べても低い金額

に設定されてしまっているために備品台帳が膨大な分厚さになり、備品のチェッ

クだけでも多くの時間を要したりしている。こういった現状を改善していき、業

務の精選を実行していかないと、結果として子どもたちと向き合う時間が確保で

きない。 

 

学校現場の実状を丁寧に把握した上で、業務分

担の見直しや事務支援体制の在り方、各種基準や

運用の適正化などについて検討を進め、教員の負

担軽減と教育活動の質の向上を図ってまいりま

す。 

８０ p.５６ 

第４章 

施策９ 教員の

キャリア形成と

働き方改革の推

進 

 

「ＩＣＴの効果的な活用」という記述がありますが、市内の教員に支給されて

いる校務用ＰＣはインターネット環境につながらず、教職員の作業効率を著しく

低下させています。これが改善されないことには、なかなか学校現場の業務負担

軽減には繋がらないと思うのですが、どのようにお考えでしょうか。 

 校務用パソコンのネットワーク制限やデータ移

行に伴う煩雑な作業、校務用端末とクロームブッ

ク間の互換性につきましては、課題であると認識

しております。 

 現状の校務系ネットワークにおきましては、児

童生徒に関する機微情報を取り扱うため、校務用

ＰＣとサーバーを仮想の閉域網で結んでおり、他

のネットワークとは敢えて分離して運用している

状況です。 

今後、校務系ネットワークからインターネット

に接続できるよう、ＩＣＴ機器のリース期間満了

を機に、歳入の確保に努めつつ、ゼロトラストセ

キュリティに基づいた各ネットワークの統合化を

目指してまいります。 
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８１ その他 

全体 

こういった行政文書を読むのがとても苦手で、内容が頭に入ってきません。 

私は学校が苦手な子供でした。そのまま大人になりました。好きなことばかり続

けてきて、いまはそれを仕事にしています。そんな文字を読むのが苦手な大人で

も、理解できる資料をつくって欲しいです。そうすれば、もっと幅広い意見を募

集できるのでは無いでしょうか。いわゆる頭のいい、「お勉強ができる」方々の

意見だけ集めても本当の意味で、明るい《小金井教育プラン》が作れないと思い

ます。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

計画の趣旨を広く市民の皆様に知っていただく

ことを目的に、内容を簡潔に整理し、見やすさを

重視した概要版を作成いたします。 

これからも、様々な工夫をしながら、計画の内

容をわかりやすく伝えていくよう努めてまいりま

す。 

 

８２ その他 

全体 

 

パブリックコメントを実施しているが、教職員からの意見の聴取はどのような

形で実施されるのか。 

 

教職員からの意見聴取については、今回実施し

ているパブリックコメントで対応しております。 

 

８３ その他 

全体 

 

パブコメについて、児童生徒への案内、教員への案内はどのようにしたのか。 

 

今回のパブリックコメントでの児童生徒、教員

への案内については、各学校だよりへの掲載やホ

ームページへの掲載を行い、同じく、保護者宛て

に「まなびポケット」において一斉メールにて周

知をしております。 

 

８４ その他 

全体 

 

パブリックコメントを児童生徒や保護者、教職員にはどのように周知したの

か。積極的な周知が必要ではないか。 

 

今回のパブリックコメントでの児童生徒、教員

への案内については、各学校だよりへの掲載やホ

ームページへの掲載を依頼し、同じく、保護者宛

てに「まなびポケット」において一斉メールにて

周知をしております。 

 

 



報告事項３資料                   令和８年２月１０日 

学校教育部指導室  

 

令和７年度 働き方改革キャンペーン月間のまとめ 
 

１ 目的 

 

 

 

  学校教育の質の向上を図るには、教員が子どもたちと向き合う時間を確保

し、誇りとやりがいをもつことができる環境を確保する必要がある。教員一

人一人の心身の健康保持の実現と、誇りとやりがいを持って職務に従事でき

る環境を整備することにより、学校教育の質の維持向上を図る。 

 

２ 期間 

令和７年１１月１日（土）～３０日（日）の１ヶ月間 

 

３ 内容 

 ⑴ 教員の勤務時間を出退勤管理システムにより客観的に把握し、教員が別

添の時間外在校時間計算表等を活用し、原則である時間外在校時間１ヶ月

４５時間以内を意識した仕事を行う契機とした。 

 ⑵ 長時間労働という働き方を改善することで、ライフ・ワーク・バランス

の実現を果たしていくことの大切さを、管理職から教員に対し機会を捉え

伝えた。 

 

４ 方法 

  １ヶ月間教員が出退勤システムで自身の勤務時間管理をした。出張及び土

日休日の学校への出勤についても、在校時間に含めた。 

 

５ 対象 

  市立小・中学校の全教員（非常勤教員等を除く・臨時的任用教員を含む） 

 

６ 対象数 

  小学校計 ３１９人  中学校計 １４７人  合計 ４６６人 

  ※ 産休育休中、病休中等の教員は除く 

 

７ 結果  

１か月あたりの時間外在校時間が８０時間を超える教員は０．６％ 

 

 ※昨年度の働き方改革キャンペーン時の調査では２．７％  

１か月あたりの時間外在校時間が８０時間を超える教員をゼロにする。 

１か月あたりの時間外在校時間が４５時間を超えないようにする。 

 



８ ４年間の時間外在校時間比較（１１月分） 

⑴  教員全体 

全体 令和４年度  令和５年度  令和６年度  令和７年度  

１か月あたりの平均  44 時間 24 分  38 時間 18 分  37 時間 47 分  31 時間 12 分  

８０時間を超える教員数  28 人  12 人  12 人  3 人  

８０時間を超える教員の割合  6.8% 2.8% 2.7% 0.6% 

 

⑵   小学校 
   

 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  

１か月あたりの平均  43 時間 13 分  37 時間 26 分  36 時間 31 分  30 時間 06 分  

８０時間を超える教員数  13 人  2 人  3 人  1 人  

８０時間を超える教員の割合  4.6% 0.7% 1.0% 0.3% 

   

⑶   中学校 
   

 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  

１か月あたりの平均  46 時間 52 分  40 時間 09 分  40 時間 40 分  33 時間 36 分  

８０時間を超える教員数  15 人  10 人  9 人  2 人  

８０時間を超える教員の割合  11.3% 7.3% 6.7% 1.4% 

   

⑷   副校長 
   

 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  

１か月あたりの平均  57 時間 50 分  50 時間 54 分  52 時間 06 分  42 時間 24 分  

８０時間を超える教員数  1 人  1 人  0 人 0 人  

８０時間を超える教員の割合  7.1% 7.1% 0.0% 0.0% 

 

９ まとめ 

本市の働き方改革の評価指標である「時間外在校時間８０時間を超える教

員の割合」が昨年度２．７％から２．１ポイント減って０．６％であった。

また、教員全体の平均時間外在校時間が６時間３５分減った。これは、各校

の各種働き方改革の取組によるものであると考える。取組の中でも小学校エ

デュケーション・アシスタントが各校２名配置していることや、中学校部活

動外部指導者が各校３名配置になったことは、今年度の特徴的な部分である

と言える。今後も引き続き、各学校において、校長のリーダーシップのもと

教員業務分担の見直すとともに、ライフ・ワーク・バランスの実現を果たし

ていくことの大切さを校長から教員に機会を捉え伝えていくなど意識の醸成

が重要である。 

  なお、月合計の時間外在校時間９０時間以上の教員は０人（０．０％）、

８０時間以上の教員は３人（０．６％）、４５時間以上の教員は９７人（２

０．８％）であり目的には届いていないことから、引き続き個々の状況を踏

まえ働き方改革の取組の更なる充実を図っていく。 



報告事項５資料                     令和８年２月１０日 

  生涯学習部生涯学習課 

 

第５次小金井市生涯学習推進計画（案）に対する 

意見及び検討結果について（概要） 

 

 小金井市市民参加条例第１５条の規定による第５次小金井市生涯学習推進計画（案）

に対する市民提言制度（パブリックコメント）を実施しました。その結果について、

下記のとおり公表いたします。 

 なお、お寄せいただいた御意見と検討結果については、小金井市ホームページに掲

載して公表するほか、生涯学習課（市役所第二庁舎７階）、市役所第二庁舎１階受付、

情報公開コーナー（同庁舎６階）、公民館各館、図書館本館、文化財センター、総合

体育館、栗山公園健康運動センター、保健センター、東小金井駅開設記念会館、婦人

会館で御覧いただけます。 

記 

 

１ 施策の名称  第５次小金井市生涯学習推進計画（案） 

 

２ 意見の募集方法 

⑴ 意見募集期間 

   令和７年１２月５日から令和８年１月１３日まで 

⑵ 意見提出方法 

   直接持参、郵送、ファクス及び専用フォーム 

 

３ 意見の提出状況  

 ⑴ 提出人数 

区分 直接持参 郵送 ファクス 
専用 

フォーム 
計 

個 人 １人 － － ２人 ３人 

団 体 － － － － － 

計 １人 － － ２人 ３人 

  



 

⑵ 延べ意見数 

   １２件 

        

４ 寄せられた意見と検討結果 

  別紙のとおり 

 

５ 問合せ先 

  小金井市教育委員会生涯学習部生涯学習課生涯学習係 

  電 話 ０４２－３１６－６６００  

ＦＡＸ ０４２－３８３－１１３３  

E-Mail  k020199@koganei-shi.jp   
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（別紙）パブリックコメント結果 

令和８年２月１０日 

第５次小金井市生涯学習推進計画（案）の意見及び検討結果について 

 

意見募集期間：令和７年１２月５日から令和８年１月１３日まで 

意見提出数：３人、１２件 

番号 項目 寄せられた意見 意見に対する検討結果 

1 

全体 【計画全般について】「社会教育」の策定は「成人教育」の推進が中核に

なりますが、この素案では「社会教育」と「学校教育」の関係、とりわけ

前者が後者を支援する視点が多く、肝心の「成人教育」を当市運営の現状

に適した体制作りという視点が多くありません。子どもの成長支援と高齢

者への福祉への言及中心に終わらず、生産年齢層に対して市政へ積極的参

加する知識と現代に必要な技能（※）を養う機会の提供の視点を充実させ

た「生涯学習計画」にしてください。（※：有効なＡＩ利用、欺罔されな

い情報リテラシーが学校教育でも学ぶ不可欠な技能です。）この点は当市

の公民館運営審議会の討議の中でも「公民館内での市民の活動の多くが

『習い事』であるがよいのか」という見直し的な指摘がされています。学

習の成果を「生かす」という基本理念に照らしてこの議論を深め、「成人

教育」の視点でのこの生涯学習計画に追記していただきたいものです。 

・Ｐ２５に記載のとおり、働く世代や子育

て世代については、興味があっても情報

や時間の制約があり、学びの場に参加す

る機会を得ることが難しいと認識してお

り、「リカレント教育」をはじめ大人の学

び直し等を推進してまいります。 

２ 

全体 【リスキリングとリカレント】この素案中の随所で「リカレント」の語が使

われている反面、最近重視されている「リスキリング」への言及がない。国

レベルでの社会教育の議論でも重要な観点とされているため、両者の相違

を的確に理解し説明しつつぜひ施策の中に反映させてほしい。 

素案の中における「リカレント教育」につ

いては、人生１００年時代における社会

人の学び直しという意味で使用している

一方、「リスキリング」については、職業

上新たに求められるスキルを修得すると

いう意味で使用しており、両者は、明確に

区別して使用しております。 
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３ 

全体 【文中語句の解説】この素案中に出てくる用語のうち専門性の高い語句及

び重要な語句について巻末に「用語解説」としてまとめ、当計画の文脈に沿

って解説してください。例えば、１頁にある「ＶＵＣＡ」「ウェルビーイン

グ」「社会的包摂」「デジタルディバイド」「つながりの希薄化」を始め、「知

の循環」「多様なライフステージ」「ネットリテラシー」「創発」等は日常語

あるいは日常の用法とは言えない用語です。この計画の文脈に応じて具体

的に、またそれらについてこの素案の作成に携わった市の関係者の皆様方

が確認し理解を一致させた上で、語句の解説を提示してください。というの

も、前回の第４次計画６４頁の「用語解説」では、わざわざ解説する必要も

ない一般的な用語（「郷土芸能」「ＮＰＯ」「ＳＮＳ」等）にごく一般的な説

明をしている一方、肝心のキーワード（「小金井らしさ」、「ネットワークづ

くり」、（地域に対する意味での）「まち」等）は何ら解説がなく、計画書の

的確な理解が出来ていない状態でした。さらに中学レベルの知識に照らし

て誤っている説明（「グローバル化」）や和訳しただけの説明（「ＩＣＴ」）さ

えあり、市民として読むに堪えない内容でした。今回は適切で正確な記載を

行ってください。 

文中語句については、巻末に用語解説を

予定しており、必要に応じて、用語の説明

をする予定です。 

４ 

全体 【文意不明の記載修正】一読して適切に理解することが出来ない文章や語

句になっている箇所が重要な項目でも見られます。修正や補足し書き換え

を行ってください。また、この視点で全文を関係者全員で精査いただき、計

画公表後に読まされる市民が困難しないように配慮願います。多々あるう

ち４つだけ例示します。２２頁「居場所等への社会参加」←「居場所等」に

いること自体を社会参加と見做すのですか？？２５頁「豊かな自然環境が

残るなど学びの基盤が充実」←一義的に自然環境を学習基盤に直結させて

しまうのは無理があります。説明不足です。「など」で誤魔化さないように。

（小金井市は自然は良いが学校トイレは汚いと生徒が言ってましたね。）３

３頁の「環境に対する学びの場」の「環境」と３４頁の「刺激を受けられる

環境を整え」の環境←紛らわし使い方は避けるべきでしょう。混乱するだけ

素案における文章や語句については、適

切な表現と認識しており、指摘の点につ

いては、ご意見として承ります。 
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です。３７頁「ＩＣＴ」を「孤立しない学び」 

５ 

Ｐ５ 

２章の１ 

生涯学習の推進をめ

ぐる近年の動向 

【ＳＤＧｓについて】数年来周知のように国連はＳＤＧｓの２０３０年目

標達成に悲観的でありアプローチの見直しが進められているのであるか

ら、素案５頁のように「ＳＤＧｓの考え方を取り入れており」という従来の

ままの記述では不十分であろう。成人教育に関するユネスコのマラケシュ

行動枠組みも参考にしつつ、有識者に意見を求め、見直されたＳＤＧｓへの

取り組みを参考にして第５次計画に適切に反映させて欲しい。 

ＳＤＧｓについては、市の最上位計画で

ある第５次基本構想・後期基本計画に記

載があるとおり、「誰一人取り残さない」

持続可能で多様性と包摂性のある社会の

実現を目標とするものです。生涯学習推

進計画についても、取り入れるべき考え

方であり、本計画においても、ＳＤＧｓに

ついて触れているところです。なお、成人

教育に関するユネスコのマラケシュ行動

枠組みの趣旨（ＳＤＧｓにかかる部分）に

ついては、すでに素案に盛り込まれてい

ます。 

６ 

Ｐ８ 

２章の２ 

児童生徒へのアンケ

ート調査 

【アンケート結果の分析評価について】８頁からのアンケート調査の記載

は単に結果数値の説明になっていますが、おのおのに適切な分析評価を加

えて課題事項を浮かび上がらせて下さい。例えば、１０頁の④では小学５年

生は地域の大人が関わることに「抵抗がある」+「少し抵抗がある」の比率

が約２割と高くなっていることから大人の関与が容易には出来ず、生涯学

習ひいては社会教育の在り方への検討に影響するでしょう 

アンケート調査については、生涯学習に

おける児童・生徒の考え方等の傾向を把

握する目的で公表しているものです。各

項目ごとの課題について把握した上、生

涯学習の推進に活かしてまいります。 

７ 

Ｐ１７ 

２章の３ 

地域と共につくる生

涯学習 

地域でつくる生涯学習をより効果的なものとするため、学校施設の空調環

境の整備を強く要望します。現在、多くの教室でエアコンが設置されていま

すが、地域活動の場ともなる部室、体育館や余裕教室、特別教室など、学校

施設全体の空調整備を早期に完了させ、子どもたちが年間を通じて、また地

域の方々が活動しやすい快適で健康的な環境を提供すべきです。また、設置

後の定期的な点検・清掃と、省エネに配慮した適切な温度管理の運用ルール

を徹底し、市民共有の財産としての学校施設の学習環境の質を高めること

学校施設における空調設備の整備につい

ては、いただいた意見を担当部署と共有

します。 
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を求めます。  

８ 

Ｐ１７ 

２章の３ 

地域と共につくる生

涯学習 

【現状の課題の追記】１７頁の「２.地域と共につくる生涯学習」の頁で、

地域の諸活動の担い手が見つからず減少しつつあるという深刻な現状課題

に触れてはどうか。そして、その状況変化について悪化か改善か毎年評価す

べきではないか。 

Ｐ２９に記載のとおり、地域の担い手不

足について認識しており、いただいた意

見のとおり、地域の担う人材不足が解消

できるよう努力してまいります。 

９ 

Ｐ１９ 

３章の１ 

計画の基本方針 

【基本方針について】１９頁の基本方針に「・・・知の循環による生涯学習

の推進」とあるが、２９頁以降の記述を読むと「生涯学習による（・・・）

知の循環の推進」とする方が適切であろう。こちらの方が教育基本法第３条

後段の趣旨にもよく合致する。 

素案における文章や語句については、適

切な表現と認識しており、指摘の点につ

いては、ご意見として承ります。 

１０ 

Ｐ２７ 

４－１ 

情報発信の推進・相

談体制の整備  

 

発信方法や発信内容の充実について、具体的な事業例が市ＨＰ、公式Ｘ、公

式ＬＩＮＥの活用とありますが、他にも積極的に検討が必要と思います。担

当が「担当各課」とありますが、中心になって推進を担当する課を決めるべ

きだと思います。 

発信方法や発信内容については、更なる

充実を図るため、市ＨＰ等の周知に加え、

その他の周知についても検討してまいり

ます。 

１１ 

Ｐ３６ 

４章の３ 

生涯学習関連施設等

の整備 

運動施設等の充実は、学校施設や上水公園のナイター設備設置が必須だと

思います。担当を決めて、本腰を入れて取り組んでください。 

ナイター設備設置については、貴重なご

意見として承ります。なお、学校施設につ

いては、現在策定中の「小金井市学校施設

長寿命化計画改定版（案）」において、「地

域とともにある施設」を目指すべき姿の

ひとつとしており、地域活動の拠点とし

ての学校施設整備に努めてまいります。

また、上水公園運動施設については、小金

井市公共施設等総合管理計画及び個別施

設計画に基づき、使いやすく安全な施設

として適切に管理するとともに施設の改

善を図ります。 
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１２ 

Ｐ３９ 

５章の１ 

計画の推進体制 

【市長部局による生涯学習について】３９頁で「庁内の連携を強化」と謳い

ながら、教育委員会サイドの事情にしか言及していない箇所がある。計画の

立案者は前回の第４次計画では「教育委員会」であった（表紙参照）が、こ

れを今回「小金井市」に改める（今回素案表紙）のであれば、市長部局の事

情も併記すべきでしょう。一例は６頁の施設である。後ろのページで市長部

局の管理している集会施設や文化交流センターなどに触れているのだか

ら、それらも「小金井市の生涯学習を取り巻く現状」として記載が必要でし

ょう。同様なその他の事例もあるので、パブコメに頼らず素案検討者間でよ

く見直してください。 

市長部局との連携については、引き続き

教育総合会議等での意見交換を始め、あ

らゆる形で協働・連携し、生涯学習の推進

に努めてまいります。 

 ※ 提出された意見は、原則として全文を掲載します。 

 



教育委員会の今後の日程

令和８年２月１０日
会　　議　　名 日　　　時 場　　　所

令和７年度
第３回総合教育会議

２月１０日（火）
午後３時

８０１会議室

前原小学校開校研究発表会
　　２月１３日（金）
　　午後１時１５分

前原小学校

東京都市町村教育委員会連合会
第２回研修会

２月２７日（金）
午後２時

東京自治会館

中学校卒業式
３月１９日（木）

午前
各中学校

小学校卒業式
３月２５日（水）

午前
各小学校

令和８年
第３回教育委員会定例会

３月２５日（水）
午後１時３０分

８０１会議室

令和７年度
第４回総合教育会議

３月２５日（水）
午後３時

８０１会議室

小学校入学式
４月６日（月）
午前１０時３０分

各小学校

中学校入学式
４月７日（火）
午前１０時

各中学校

令和８年
第４回教育委員会定例会

４月１６日（木）
午後１時３０分

８０１会議室

東京都市町村教育委員会連合会
第１回常任理事会・理事会

４月２４日（金）
午後１時・２時

府中市市民活動センター
第５会議室


